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453 1582 433 *[F.C.O.]229 
[S.O.184(I)]

[555] スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主いを手段として、物の所有権とその享受を買主手段として、物の所有権とその享受を買主として、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主所有権とその享受を買主とその支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主買主
に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売と定義。仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は目的物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主引渡しと、代金の支払いをもって売しと、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主いを手段として、物の所有権とその享受を買主もって売
買を手段として、物の所有権とその享受を買主定義し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主言語以外の手段による合意でも同様とする。日法は、所有権のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売合意でも同様とする。日法は、所有権のでも同様とする。日法は、所有権のとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売と代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主いの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主 2点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすを手段として、物の所有権とその享受を買主約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主売買契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主効力発生の条件とすの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条件とすとす
る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は引渡しと、代金の支払いをもって売しと共に、買主の所有権取得を図ることを売主の義務とし、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主所有権とその享受を買主取得を図ることを売主の義務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主図ることを売主の義務とし、る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことを手段として、物の所有権とその享受を買主売主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主義務とし、とし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主いと目的物の所有権とその享受を買主受を買主領を買主の義務とする。また、権利売買の場合にも言を手段として、物の所有権とその享受を買主買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主義務とし、とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。また、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主権とその享受を買主利売買の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売も言
及。定義という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。条文のスタイルからスイス連邦法を優先。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スタイルからスイス連邦法を優先。からスイス連邦法を優先。スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

454 *556 日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売一般に関する予約の規定。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売予約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。

455

456

457 *558 日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主買主負担を原則とする。独法は原則的にを手段として、物の所有権とその享受を買主原則とする。独法は原則的にとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は原則とする。独法は原則的に的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
売主負担を原則とする。独法は原則的にとし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主履行地以外の手段による合意でも同様とする。日法は、所有権のへの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主移送費は買主負担とする。スイス法も独法とは買主負担を原則とする。独法は原則的にとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主も独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と
同趣旨。英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。目的物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主特定」に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

458 *[1583] [176] 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。合意でも同様とする。日法は、所有権のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主みに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」を手段として、物の所有権とその享受を買主原則とする。独法は原則的にとし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主もそれに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売倣う。独う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。。独
法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主およびスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主物の所有権とその享受を買主権とその享受を買主変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は物の所有権とその享受を買主権とその享受を買主行為を要求する無因性の立場。よっを手段として、物の所有権とその享受を買主要求する無因性の立場。よっする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売無因性の立場。よっの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主立場。よっ
て仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

459 *Sale of Goods Act
1(4)

英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主期限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨または条件とすの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主成就によって売買の合意が効力を生じる旨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よって売買の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主合意でも同様とする。日法は、所有権のが効力を生じる旨効力を手段として、物の所有権とその享受を買主生の条件とすじる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売旨
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。仏、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は停止条件とすに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ついての支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主一般に関する予約の規定。規定。よって英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

460 1585 *Sale of Goods Act
16, 18 rule 3

英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主も趣旨は類似するが、むしろ危険負担の規する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主むしろ危険負担の規危険負担を原則とする。独法は原則的にの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規
定。よって英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

461 *[1603] Sale of Goods Act 
27

仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主売主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主義務とし、として、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主目的物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主引渡しと、代金の支払いをもって売しと瑕疵担を原則とする。独法は原則的に保責任を規定。独法、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主基本的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売売主と買主双方の義務を規定しているが、売主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主義務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定している契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主売主
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それとしては、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は目的物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主引渡しと、代金の支払いをもって売しと所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。
英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は目的物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主引渡しと、代金の支払いをもって売し義務とし、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主みを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は所有権とその享受を買主移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売義務とし、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主みを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。売主
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主義務とし、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主みを手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売着目し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

462 *[1604-1607] 日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主（商法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 283条）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主令又は慣習により取引時間の定めあるときは、は慣習により取引時間の定めあるときは、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売より取引時間の定めあるときは、取引時間の定めあるときは、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主定めある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ときは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主取引時間の定めあるときは、内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことをに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨り取引時間の定めあるときは、債務とし、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主履行を手段として、物の所有権とその享受を買主為を要求する無因性の立場。よっし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主又は慣習により取引時間の定めあるときは、はその支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主履行の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主請求する無因性の立場。よっを手段として、物の所有権とその享受を買主為を要求する無因性の立場。よっすことを手段として、物の所有権とその享受を買主
得を図ることを売主の義務とし、」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。もの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主（商法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、も、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主受を買主領を買主の義務とする。また、権利売買の場合にも言遅滞の場合の提供の効果（の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主提供の効果（の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主効果（374）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主お
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よびスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ履行期の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主定めの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売おける契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売不履行もしくは遅滞の場合の提供の効果（の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主効果に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ついての支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
規定（376）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、。スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主目的物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主瑕疵を手段として、物の所有権とその享受を買主買主が効力を生じる旨知っていた場合（っていた場合（200）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
およびスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主検査義務とし、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主みが効力を生じる旨本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨と重なるなる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。を手段として、物の所有権とその享受を買主有する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

463 447[(I)] [F.C.O.]203 *Sale of Goods Act
1893 32(I)

英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主買主が効力を生じる旨目的物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主受を買主領を買主の義務とする。また、権利売買の場合にも言した時点を約することを、売買契約の効力発生の条件とす
で目的物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主占有を手段として、物の所有権とその享受を買主取得を図ることを売主の義務とし、する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主請求する無因性の立場。よっに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よって売主が効力を生じる旨
目的物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主履行地以外の手段による合意でも同様とする。日法は、所有権のに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売送致したときの、危険負担の移転を規定する。よってしたときの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主危険負担を原則とする。独法は原則的にの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売を手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よって
英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

464 [448(I)] *[S.O.189(I)] スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は引渡しと、代金の支払いをもって売しに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売要する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売費は買主負担とする。スイス法も独法と用は売主の、受領おは売主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主受を買主領を買主の義務とする。また、権利売買の場合にも言お
よびスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ履行地以外の手段による合意でも同様とする。日法は、所有権のへの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主送致したときの、危険負担の移転を規定する。よっての支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ための支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主費は買主負担とする。スイス法も独法と用は売主の、受領おは買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主負担を原則とする。独法は原則的にを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。現
状」での引渡しと果実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優」での支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主引渡しと、代金の支払いをもって売しと果実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。文のスタイルからスイス連邦法を優先。言の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主近さに着目して、スイス法を優さに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売着目して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優
先。

465 *[Sale of Goods 
Act 30(1),(2),(3)]

英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主売主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売定された数量を引渡す義務あを手段として、物の所有権とその享受を買主引渡しと、代金の支払いをもって売す義務とし、あ
り取引時間の定めあるときは、とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主瑕疵担を原則とする。独法は原則的に保責任を規定。独法、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売基づく解除請求する無因性の立場。よっま
たは代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主減額請求する無因性の立場。よっの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。よって英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

466 *[1617-1620] 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主売買された不動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、が効力を生じる旨約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売定された広さに満たない場合、超える場合、さに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売満たない場合、超える場合、たない場合、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主超える場合、える契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
差異がが効力を生じる旨 5％に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売満たない場合、超える場合、たない場合などを手段として、物の所有権とその享受を買主別々に規定。本条は、仏法の趣旨を第に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。本条は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨を手段として、物の所有権とその享受を買主第 465条
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主形式に合わせて条文構成を改めたものと推測される。よって仏法をモデルに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売合わせて条文のスタイルからスイス連邦法を優先。構成を手段として、物の所有権とその享受を買主改めたものと推測される。よって仏法をモデルめたもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と推測される。よって仏法をモデルされる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。
条文のスタイルからスイス連邦法を優先。と判定。

467 *1622 564, 565 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主善意でも同様とする。日法は、所有権の・悪意でも同様とする。日法は、所有権のを手段として、物の所有権とその享受を買主区別せず、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主買主善
意でも同様とする。日法は、所有権のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合は瑕疵を手段として、物の所有権とその享受を買主知っていた場合（り取引時間の定めあるときは、得を図ることを売主の義務とし、た時期を手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主悪意でも同様とする。日法は、所有権のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合は契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売締結時を手段として、物の所有権とその享受を買主起算時点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすとす
る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は瑕疵担を原則とする。独法は原則的に保責任を規定。独法、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売基づく訴権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は引渡しと、代金の支払いをもって売し
時点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすからスイス連邦法を優先。 6ヵ月、不動産は１年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売月、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主不動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、は１年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。消滅時効」を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主売
買に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売つき、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主瑕疵担を原則とする。独法は原則的に保責任を規定。独法、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売基づく訴権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売引渡しと、代金の支払いをもって売しからスイス連邦法を優先。１年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主除斥期間の定めあるときは、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。
よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

468 *[1612] [Sale of Goods Act 
41(1)(a),(b)]

仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とも、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主い猶予を手段として、物の所有権とその享受を買主与えていない限えていない限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨
り取引時間の定めあるときは、」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。条件とすを手段として、物の所有権とその享受を買主規定し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。信用は売主の、受領お供の効果（与えていない限」の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ない場合、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主またはそれが効力を生じる旨失
効した場合という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。条件とすを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。規定の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主簡明さに着目して、仏法を優先。さに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売着目して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

469 *1613 [Sale of Goods Act 
41(1)(c)]

仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主破産が約定された広さに満たない場合、超える場合、ならスイス連邦法を優先。びスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主いを手段として、物の所有権とその享受を買主困難とするその他の事情を条件とすとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主他の事情を条件とすの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主事情を条件とすを手段として、物の所有権とその享受を買主条件とすとす
る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ただ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主破産が約定された広さに満たない場合、超える場合、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売言及する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み。本条は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定を手段として、物の所有権とその享受を買主より取引時間の定めあるときは、具
体的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売改めたものと推測される。よって仏法をモデルめたもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と推測される。よって仏法をモデルしう条文のスタイルからスイス連邦法を優先。る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことからスイス連邦法を優先。、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

◄ 2 ►
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472 1641 *459 [S.O.197] 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。想定された用は売主の、受領お途の適せず、または買主が知っていれば購入を控えたの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主適せず、または買主が知っていれば購入を控えたせず、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主または買主が効力を生じる旨知っていた場合（っていれば購入を控えた購入を控えたを手段として、物の所有権とその享受を買主控えたえた
であろ危険負担の規う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。程に、効用を低減させる」隠れた瑕疵について規定。独法は経済的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主効用は売主の、受領おを手段として、物の所有権とその享受を買主低減させる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」隠れた瑕疵について規定。独法は経済的れた瑕疵に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ついて規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は経済的
価値、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主または「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。通常の用途もしくは契約において想定された用途への適性」の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主用は売主の、受領お途の適せず、または買主が知っていれば購入を控えたもしくは契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売おいて想定された用は売主の、受領お途の適せず、または買主が知っていれば購入を控えたへの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主適せず、または買主が知っていれば購入を控えた性の立場。よっ」
を手段として、物の所有権とその享受を買主低減させる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よう条文のスタイルからスイス連邦法を優先。な瑕疵に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ついて規定。スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主も独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と同様とする。日法は、所有権のである契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売おいて想定された用は売主の、受領お途の適せず、または買主が知っていれば購入を控えた」への支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主言及はなし。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。権とその享受を買主利の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主瑕疵」の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
規定を手段として、物の所有権とその享受を買主基本とし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主性の立場。よっ質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主瑕疵へはその支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定を手段として、物の所有権とその享受を買主準用は売主の、受領おする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売形式に合わせて条文構成を改めたものと推測される。よって仏法をモデル。英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はむしろ危険負担の規
「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。買主が効力を生じる旨明さに着目して、仏法を優先。示的もしくは暗示的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売要求する無因性の立場。よっした用は売主の、受領お途の適せず、または買主が知っていれば購入を控えた」または「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。売主が効力を生じる旨仕様とする。日法は、所有権の書きできで
明さに着目して、仏法を優先。示した用は売主の、受領お途の適せず、または買主が知っていれば購入を控えた」への支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主適せず、または買主が知っていれば購入を控えた性の立場。よっを手段として、物の所有権とその享受を買主問題とし、その他の性状への担保責任はなしとすとし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主他の事情を条件とすの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主性の立場。よっ状」での引渡しと果実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優への支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主担を原則とする。独法は原則的に保責任を規定。独法、はなしとす
る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売形式に合わせて条文構成を改めたものと推測される。よって仏法をモデル。よって条文のスタイルからスイス連邦法を優先。構成の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主近さに着目して、スイス法を優さに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売着目して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

473 1642 *460, [461,] 
464

[F.C.O.]245 
[S.O.200, 234]

[570] 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は買主側に怠慢があった場合に売主に責任なしとし、スイス連邦法は、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売怠慢があった場合に売主に責任なしとし、スイス連邦法は、が効力を生じる旨あった場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売売主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売責任を規定。独法、なしとし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売既知っていた場合（の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主または相当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主注意でも同様とする。日法は、所有権のを手段として、物の所有権とその享受を買主払いを手段として、物の所有権とその享受を買主えば購入を控えた知っていた場合（り取引時間の定めあるときは、得を図ることを売主の義務とし、た場合は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主売主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売責任を規定。独法、
なしと規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売既知っていた場合（の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合ならスイス連邦法を優先。びスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売重なる過失が効力を生じる旨あった場合、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主およ
びスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ買主が効力を生じる旨瑕疵を手段として、物の所有権とその享受を買主知っていた場合（り取引時間の定めあるときは、つつ、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主請求する無因性の立場。よっ権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主留保なく受を買主領を買主の義務とする。また、権利売買の場合にも言した場合を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。総合的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
判断して、本条は独法をモデルにそれを書き改めたものと推測される。して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条は独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売それを手段として、物の所有権とその享受を買主書きでき改めたものと推測される。よって仏法をモデルめたもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と推測される。よって仏法をモデルされる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

474 477 [F.C.O.]257-259 
[S.O.210]

*[564, 565] 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。短期間の定めあるときは、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。ちに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」として除斥期間の定めあるときは、を手段として、物の所有権とその享受を買主明さに着目して、仏法を優先。記せず。独法は瑕疵担保責せず。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は瑕疵担を原則とする。独法は原則的に保責
任を規定。独法、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売基づく訴権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は引渡しと、代金の支払いをもって売し時点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすからスイス連邦法を優先。 6ヵ月、不動産は１年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売月、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主不動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、は１年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。消滅時効」を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主瑕疵担を原則とする。独法は原則的に保責任を規定。独法、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売基づく訴権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売引渡しと、代金の支払いをもって売し
からスイス連邦法を優先。１年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主除斥期間の定めあるときは、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主買主善意でも同様とする。日法は、所有権のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合は瑕疵を手段として、物の所有権とその享受を買主知っていた場合（り取引時間の定めあるときは、得を図ることを売主の義務とし、た時期
を手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主悪意でも同様とする。日法は、所有権のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合は契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売締結時を手段として、物の所有権とその享受を買主起算時点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。瑕疵を手段として、物の所有権とその享受を買主知っていた場合（った時
点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすを手段として、物の所有権とその享受を買主起算点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売着目して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

475 [1626, 1638] [434, 440] *[S.O.192(I)] [Sale of Goods Act 
12]

仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨が効力を生じる旨何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨らスイス連邦法を優先。かの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主権とその享受を買主利を手段として、物の所有権とその享受を買主理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨して強制立退および占有妨およびスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ占有妨
害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売及ぶことが効力を生じる旨ないことは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主売買に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売おける契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主定の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主保証」と規定。英法も、」と規定。英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主も、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
売主が効力を生じる旨目的物の所有権とその享受を買主上に権源を有することや、平穏な占有を買主に提供することはに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売権とその享受を買主源を有することや、平穏な占有を買主に提供することはを手段として、物の所有権とその享受を買主有する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことや、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主平穏な占有を買主に提供することはな占有を手段として、物の所有権とその享受を買主買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売提供の効果（する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことは
「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。暗黙の保証」とし、内容的には仏法とほぼ同趣旨。独法は、より抽象的にの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主保証」と規定。英法も、」とし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主より取引時間の定めあるときは、抽象的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主権とその享受を買主利の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主負担を原則とする。独法は原則的にの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ない状」での引渡しと果実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優態で給付する」ことを売主の義務とする。スで給付する」ことを売主の義務とする。スする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」ことを手段として、物の所有権とその享受を買主売主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主義務とし、とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。ス
イス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売締結時に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売既に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売成立していた権とその享受を買主利に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売基づき、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨が効力を生じる旨買主からスイス連邦法を優先。
目的物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主取り取引時間の定めあるときは、上に権源を有することや、平穏な占有を買主に提供することはげる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よう条文のスタイルからスイス連邦法を優先。なことはないと、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売保証」と規定。英法も、する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主売主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主義
務とし、である契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主これらスイス連邦法を優先。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主問題とし、その他の性状への担保責任はなしとすを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。他の事情を条件とす人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主権とその享受を買主利の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主売買」や「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。権とその享受を買主利の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
瑕疵」の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主問題とし、その他の性状への担保責任はなしとすとし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主特に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売第三債権とその享受を買主者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ための支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主担を原則とする。独法は原則的に保物の所有権とその享受を買主権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主問題とし、その他の性状への担保責任はなしとすとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。総合的
に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売判断して、本条は独法をモデルにそれを書き改めたものと推測される。して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主次条とともに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。構成はスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売近さに着目して、スイス法を優いと判定。

◄ 3 ►



1928年タイ民商法典 第三編　第１章〜第１３章：主な参照条文およびモデル条文判定理由タイ民商法典 第三編　第１章〜第１３章：主な参照条文およびモデル条文判定理由民商法典 第三編　第１章〜第１３章：主な参照条文およびモデル条文判定理由な参照条文およびモデル条文判定理由参照条文およびモデル条文判定理由およびモデル条文判定理由モデル条文判定理由条文およびモデル条文判定理由判定理由
§ French German Swiss Japanese English モデル条文判定理由および覚書条文判定理由および覚書および覚書覚書

476 [439(I)] *[S.O.192(II)] 買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売既知っていた場合（の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主売主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売責任を規定。独法、なしと明さに着目して、仏法を優先。言している契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とスイス
法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はしかし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主担を原則とする。独法は原則的に保物の所有権とその享受を買主権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主負担を原則とする。独法は原則的にに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ついては、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主買主既知っていた場合（の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売も売
主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売責任を規定。独法、を手段として、物の所有権とその享受を買主認める。よってスイス法をモデル法と判定。める契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と判定。

477 *[F.C.O.]238 
[S.O.193(I)]

売主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主訴訟参加に言及しているのは、スイス法のみ。よってスイス法をモデに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売言及している契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主モデ
ルからスイス連邦法を優先。法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と判定。

478

479 1626, 1638 440 *[F.C.O.241, 242; 
S.O.195, 196]

566, 567 旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 479条は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主 417条、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主418条に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売したが効力を生じる旨って目的物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
全部を失った場合と、部分的な喪失の場合を定義して、その効果としては一を手段として、物の所有権とその享受を買主失った場合と、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主部を失った場合と、部分的な喪失の場合を定義して、その効果としては一分的な喪失の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合を手段として、物の所有権とその享受を買主定義して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主効果としては一
般に関する予約の規定。的な債務とし、不履行責任を規定。独法、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売従うと規定。基本的にはスイス連邦法第う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。と規定。基本的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売はスイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 241条、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主242
条（スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 195、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主196条）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、を手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売している契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。本条は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主この支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定
を手段として、物の所有権とその享受を買主更に編集したものと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売編集したものと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。したもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。われる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よってモデルからスイス連邦法を優先。としては、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

480

481

482 1640 *[F.C.O.]239, 240 本条もまた、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売基づいた 1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案第 422条を手段として、物の所有権とその享受を買主基本的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売継承しし
ている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よって本条でも、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

483 *1627, 1628 [443] [S.O.192(III), 199] [572] 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主売主免責の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主合意でも同様とする。日法は、所有権のは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主売主が効力を生じる旨瑕疵
もしくは第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主権とその享受を買主利を手段として、物の所有権とその享受を買主意でも同様とする。日法は、所有権の図ることを売主の義務とし、的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売黙の保証」とし、内容的には仏法とほぼ同趣旨。独法は、より抽象的に秘した場合には、無効とする。よって仏した場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主無効とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よって仏
法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

484 *1629

485 1628 [F.C.O.]237, 244 
[S.O.192(III), 199]

*572 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。売主自身の行為の結果を秘匿した場合」を規定。独法は「瑕疵を秘の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主行為を要求する無因性の立場。よっの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主結果を手段として、物の所有権とその享受を買主秘した場合には、無効とする。よって仏匿した場合」を規定。独法は「瑕疵を秘した場合」を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。瑕疵を手段として、物の所有権とその享受を買主秘した場合には、無効とする。よって仏
匿した場合」を規定。独法は「瑕疵を秘した場合」、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主も「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主権とその享受を買主利を手段として、物の所有権とその享受を買主秘した場合には、無効とする。よって仏匿した場合」を規定。独法は「瑕疵を秘した場合」と「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。瑕疵を手段として、物の所有権とその享受を買主
秘した場合には、無効とする。よって仏匿した場合」を規定。独法は「瑕疵を秘した場合」を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。事実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優を手段として、物の所有権とその享受を買主秘した場合には、無効とする。よって仏匿した場合」を規定。独法は「瑕疵を秘した場合」と「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。売主自身の行為の結果を秘匿した場合」を規定。独法は「瑕疵を秘が効力を生じる旨第三
者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ために移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売権とその享受を買主利を手段として、物の所有権とその享受を買主設定した場合」を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

486 *1650 433[(II)] [F.C.O.260; 
S.O.184(I)]

Sale of Goods Act 
27

仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主も同様とする。日法は、所有権の。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主売主と買
主双方の義務を規定しているが、売主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主義務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主同時に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。なお、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独商法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日商法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主受を買主領を買主の義務とする。また、権利売買の場合にも言遅滞の場合の提供の効果（、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主受を買主
領を買主の義務とする。また、権利売買の場合にも言不能に関する規定。よって仏法を優先。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

487 1591, 1592 [F.C.O.]261 
[S.O.184(III)]

*Sale of Goods Act
8,

英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任事者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨間の定めあるときは、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主合意でも同様とする。日法は、所有権のに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よって価額を手段として、物の所有権とその享受を買主決定す
る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことを手段として、物の所有権とその享受を買主原則とする。独法は原則的にとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。価格が約定されていない場合は、履が効力を生じる旨約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売定されていない場合は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主履
行地・履行時に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売おける契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売相当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主価格が約定されていない場合は、履と推定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よって英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

◄ 4 ►
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488 576 日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨が効力を生じる旨権とその享受を買主利を手段として、物の所有権とその享受を買主主張し、買主が目的物を追奪される虞がある場合し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主買主が効力を生じる旨目的物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主追奪される虞がある場合される契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売虞がある場合が効力を生じる旨ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合
に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主いを手段として、物の所有権とその享受を買主拒否できるという規定。できる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規定。

489 *1653 576 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とも、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主文のスタイルからスイス連邦法を優先。言は仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売より取引時間の定めあるときは、近さに着目して、スイス法を優いの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
で、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

490 [1651] [322(I), 452] [S.O.184(II), 213(I)] *573 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主も、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主文のスタイルからスイス連邦法を優先。言は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。同時履行」の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主義務とし、
を手段として、物の所有権とその享受を買主定める契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売もの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主文のスタイルからスイス連邦法を優先。言は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それとほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同様とする。日法は、所有権の。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

491 *1659 [497(I)] 579 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主買戻し権の行使とその効果に関する規し権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主行使とその効果に関する規とその支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主効果に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規
定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主不動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主買戻し権の行使とその効果に関する規しの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主みを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

492 *[579] 買戻し権の行使とその効果に関する規し権とその享受を買主行使とその効果に関する規の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主効果を手段として、物の所有権とその享受を買主売買契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。解除」と明さに着目して、仏法を優先。示的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
み。

493

494 1660[(I)] *503 580[(I) Sent.1] 混合条文のスタイルからスイス連邦法を優先。。仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主買戻し権の行使とその効果に関する規し権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主除斥期間の定めあるときは、を手段として、物の所有権とその享受を買主 5年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売と規定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主不動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。
して 10年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主不動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。しては 30年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売とし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それ以外の手段による合意でも同様とする。日法は、所有権のは 3年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売とす
る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主不動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、を手段として、物の所有権とその享受を買主区別し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主且つ両者に関して規定をもつことに着目して、つ両者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。して規定を手段として、物の所有権とその享受を買主もつことに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売着目して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

495 *[1660(II)] [580(I) Sent.2,] 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ともに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主不動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、両者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨を手段として、物の所有権とその享受を買主含む点に着目しむ点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売着目し
て、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

496 [1661] *580[(II)] 日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主不動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売もの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。裁判に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売より取引時間の定めあるときは、延
長することはできない」と規定。よって日法を優先。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことはできない」と規定。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。
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498 1664 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、と不動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主区別を手段として、物の所有権とその享受を買主せず、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売得を図ることを売主の義務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨し
ても買戻し権の行使とその効果に関する規し権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主行使とその効果に関する規し得を図ることを売主の義務とし、る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

499 1673[(I)] *497[(II)] 579 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主売買代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売費は買主負担とする。スイス法も独法と用は売主の、受領おや保存費は買主負担とする。スイス法も独法と用は売主の、受領お
などを手段として、物の所有権とその享受を買主加に言及しているのは、スイス法のみ。よってスイス法をモデえた価額を手段として、物の所有権とその享受を買主買戻し権の行使とその効果に関する規しの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主価額とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よって独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

500 *1673[(I)] [500] [583] 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主およびスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売加に言及しているのは、スイス法のみ。よってスイス法をモデえ、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主手数料ならびにその他の出捐（費用）の償ならスイス連邦法を優先。びスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主他の事情を条件とすの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主出捐（費は買主負担とする。スイス法も独法と用は売主の、受領お）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主償
還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主を手段として、物の所有権とその享受を買主買戻し権の行使とその効果に関する規し人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主債務とし、と規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主目的物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主価値が効力を生じる旨増額した限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨り取引時間の定めあるときは、で、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主買主
に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売費は買主負担とする。スイス法も独法と用は売主の、受領お償還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主請求する無因性の立場。よっ権とその享受を買主が効力を生じる旨存する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売と規定。文のスタイルからスイス連邦法を優先。言の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主近さに着目して、スイス法を優さに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売着目して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。
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◄ 5 ►



1928年タイ民商法典 第三編　第１章〜第１３章：主な参照条文およびモデル条文判定理由タイ民商法典 第三編　第１章〜第１３章：主な参照条文およびモデル条文判定理由民商法典 第三編　第１章〜第１３章：主な参照条文およびモデル条文判定理由な参照条文およびモデル条文判定理由参照条文およびモデル条文判定理由およびモデル条文判定理由モデル条文判定理由条文およびモデル条文判定理由判定理由
§ French German Swiss Japanese English モデル条文判定理由および覚書条文判定理由および覚書および覚書覚書

502 *1673[(II)] 499 581[(II)] 混合条文のスタイルからスイス連邦法を優先。。全体的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃借権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定は日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主
倣う。独う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。。買主（売戻し権の行使とその効果に関する規し人の権利の売買」や「権利の）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、が効力を生じる旨第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ために移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売設定した権とその享受を買主利を手段として、物の所有権とその享受を買主消去することを買する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことを手段として、物の所有権とその享受を買主買
主（売戻し権の行使とその効果に関する規し人の権利の売買」や「権利の）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主義務とし、と明さに着目して、仏法を優先。言する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み。仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。が効力を生じる旨これらスイス連邦法を優先。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを
容を有する。を手段として、物の所有権とその享受を買主ほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。包括する点に着目して、仏法を優先。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売着目して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

503 Sale of Goods Act 
[13,] 15

独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主見本や試供の効果（品の品質を「保証されたもの」とみなす旨を規定する。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主品の品質を「保証されたもの」とみなす旨を規定する。質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。保証」と規定。英法も、されたもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主」とみなす旨を手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。
スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主見本売買の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主原則とする。独法は原則的により取引時間の定めあるときは、も、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主むしろ危険負担の規見本に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売挙証」と規定。英法も、責任を規定。独法、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
問題とし、その他の性状への担保責任はなしとすを手段として、物の所有権とその享受を買主扱う。英法は、これらう条文のスタイルからスイス連邦法を優先。。英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主これらスイス連邦法を優先。 2種の特種な売買形式につき条文を有するが、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主特種の特種な売買形式につき条文を有するが、な売買形式に合わせて条文構成を改めたものと推測される。よって仏法をモデルに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売つき条文のスタイルからスイス連邦法を優先。を手段として、物の所有権とその享受を買主有する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。構成は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条とは異がなる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。
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505 1587, 1588 495 [F.C.O.]269 
[S.O.223-225]

仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ともに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主品の品質を「保証されたもの」とみなす旨を規定する。定めの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主結果、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主提供の効果（された目的物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主承し認める。よってスイス法をモデル法と判定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
か否できるという規定。か決断して、本条は独法をモデルにそれを書き改めたものと推測される。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売権とその享受を買主利が効力を生じる旨買主側に怠慢があった場合に売主に責任なしとし、スイス連邦法は、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。

506 496 *[F.C.O.]270; 
S.O.224 , 225

第 506条と第 507条は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 270条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主構成を手段として、物の所有権とその享受を買主変えて、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主２条に分けた条に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売分けた
もの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と考えられる。よってスイス法を優先。えらスイス連邦法を優先。れる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

507 *[F.C.O.270; 
S.O.224]

本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主文のスタイルからスイス連邦法を優先。言は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それ（引渡しと、代金の支払いをもって売し前の検査）とほぼ同趣旨、同文の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主検査）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主同文のスタイルからスイス連邦法を優先。
言。

508 *Sale of Goods Act
18 rule 4

英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。買主が効力を生じる旨受を買主入を控えたれの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主意でも同様とする。日法は、所有権の思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。を手段として、物の所有権とその享受を買主表明さに着目して、仏法を優先。した場合」と「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。受を買主入を控えたれの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主意でも同様とする。日法は、所有権の思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。を手段として、物の所有権とその享受を買主表明さに着目して、仏法を優先。しな
いに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売もかかわらスイス連邦法を優先。ず、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主目的物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主返還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主しない場合」に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売時期
を手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売もの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。共に、買主の所有権取得を図ることを売主の義務とし、通。よってこれを手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。と判定。

509 156 *Sale of Goods Act
58 (2)

本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主文のスタイルからスイス連邦法を優先。言は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それとほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。よって英法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

510

511

512 *Sale of Goods Act
58 (3), (4)

513

514

515

◄ 6 ►
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516

517

518 *1702

519 [1707] [515] *[F.C.O.272, 
S.O.237]

仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主単に売買契約に関する規定の準用を定めるだけで、各当事者に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売売買契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主準用は売主の、受領おを手段として、物の所有権とその享受を買主定める契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具けで、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主各当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任事者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨
を手段として、物の所有権とその享受を買主引渡しと、代金の支払いをもって売す財物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。しては売主として、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主受を買主領を買主の義務とする。また、権利売買の場合にも言する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売財物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。しては買主として扱う。英法は、これら
う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。旨を手段として、物の所有権とその享受を買主定める契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

520 *[586(II)]

521 516 *549 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。財産が約定された広さに満たない場合、超える場合、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それが効力を生じる旨無償で行なわれる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことで両当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任事者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨が効力を生じる旨合意でも同様とする。日法は、所有権のした
ときは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それを手段として、物の所有権とその享受を買主贈与えていない限とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規定の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仕方の義務を規定しているが、売主。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。贈与えていない限者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨は無償で自
分の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主財産が約定された広さに満たない場合、超える場合、を手段として、物の所有権とその享受を買主相手方の義務を規定しているが、売主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主受を買主贈者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨はそれを手段として、物の所有権とその享受を買主受を買主諾する意思を表明することにする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売意でも同様とする。日法は、所有権の思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。を手段として、物の所有権とその享受を買主表明さに着目して、仏法を優先。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
より取引時間の定めあるときは、成立する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」と規定。本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スタイルからスイス連邦法を優先。は日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売近さに着目して、スイス法を優く、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主よってそれを手段として、物の所有権とその享受を買主
優先。

522

523

524 ＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と比べて、変更点が多く見られるが、表現の明確化が主な目的で、条べて、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主変更に編集したものと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすが効力を生じる旨多く見られるが、表現の明確化が主な目的で、条く見らスイス連邦法を優先。れる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主表現の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主明さに着目して、仏法を優先。確化が主な目的で、条が効力を生じる旨主な目的で、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条
文のスタイルからスイス連邦法を優先。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は変更に編集したものと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。はない。

525 ＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と比べて、変更点が多く見られるが、表現の明確化が主な目的で、条べて、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。登記せず。独法は瑕疵担保責官の面前での登記」のみに言及するが、新法の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主面前の検査）とほぼ同趣旨、同文での支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主登記せず。独法は瑕疵担保責」の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主みに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売言及する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
では「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。書きで面に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売と登記せず。独法は瑕疵担保責官の面前での登記」のみに言及するが、新法の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主面前の検査）とほぼ同趣旨、同文での支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主登記せず。独法は瑕疵担保責」と、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主２条に分けたつの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条件とすが効力を生じる旨挙げらスイス連邦法を優先。
れている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主主な相違がある。が効力を生じる旨ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

526 931 ＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と比べて、変更点が多く見られるが、表現の明確化が主な目的で、条べる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売と、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。財物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主贈与えていない限」に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み言及する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。財物の所有権とその享受を買主
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主贈与えていない限、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主またはその支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主確約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」と、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主適せず、または買主が知っていれば購入を控えた用は売主の、受領お範囲を拡大している。を手段として、物の所有権とその享受を買主拡大している。している契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

527 520 S.O.252 *552 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。定期金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主給付する」ことを売主の義務とする。ス債務とし、は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主贈与えていない限者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主死によって消滅」と規定。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よって消滅」と規定。
日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。贈与えていない限者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨または受を買主贈者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主死によって消滅」と規定。」と規定。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。他の事情を条件とす方の義務を規定しているが、売主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主但書きで
きは独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売基づく。したが効力を生じる旨って本条は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主混合条文のスタイルからスイス連邦法を優先。と判断して、本条は独法をモデルにそれを書き改めたものと推測される。される契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。
＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と比べて、変更点が多く見られるが、表現の明確化が主な目的で、条較すると、旧法で認められていた贈与者の解除権が新法では削除する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売と、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主で認める。よってスイス法をモデル法と判定。めらスイス連邦法を優先。れていた贈与えていない限者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主解除権とその享受を買主が効力を生じる旨新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主では削除
されている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

528 *527 ＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と比べて、変更点が多く見られるが、表現の明確化が主な目的で、条較すると、旧法で認められていた贈与者の解除権が新法では削除する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売と、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨付する」ことを売主の義務とする。ス帯義務とし、不履行の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売贈与えていない限者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主解除権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主認める。よってスイス法をモデル法と判定。め
ていたの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はより取引時間の定めあるときは、厳格が約定されていない場合は、履な規定を手段として、物の所有権とその享受を買主おいて、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主贈与えていない限者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主返還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主請求する無因性の立場。よっ権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主
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制限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨している契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

529 *526 [551(II)] 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主贈与えていない限の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主目的物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売瑕疵が効力を生じる旨ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主受を買主贈者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主負担を原則とする。独法は原則的にを手段として、物の所有権とその享受を買主その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主残余価値に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は負担を原則とする。独法は原則的に付する」ことを売主の義務とする。ス贈与えていない限の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主贈与えていない限者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主担を原則とする。独法は原則的に保責任を規定。独法、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売も
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。よって独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

530 [526] *551(II) 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主贈与えていない限の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主目的物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売瑕疵が効力を生じる旨ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主受を買主贈者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主負担を原則とする。独法は原則的にを手段として、物の所有権とその享受を買主その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主残余価値に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は負担を原則とする。独法は原則的に付する」ことを売主の義務とする。ス贈与えていない限の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主贈与えていない限者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主担を原則とする。独法は原則的に保責任を規定。独法、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売も
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

531 [953], *955

532 [957(II)] *530 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主背信行為を要求する無因性の立場。よっに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売基づく遺贈証」と規定。英法も、書きで廃棄の訴えに関する規定。独法は、贈与の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主訴えに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主贈与えていない限
者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨ならスイス連邦法を優先。びスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主家族に対する背信行為があった場合の贈与の取消に関する規に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売背信行為を要求する無因性の立場。よっが効力を生じる旨あった場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主贈与えていない限の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主取消に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規
定。よって独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

533 *532 背信行為を要求する無因性の立場。よっに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売贈与えていない限者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主免罪および除斥期間の規定等、本条は独法のそれおよびスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ除斥期間の定めあるときは、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定等、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条は独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それ
とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。よって独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

534 *531[(II)]

535

536 *554

537 *1709 535 [F.C.O.]274 601 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。使とその効果に関する規用は売主の、受領お」と「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。収益」の双方に言及するのに対して、独法・スイス法は」の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主双方の義務を規定しているが、売主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売言及する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主・スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は
「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。使とその効果に関する規用は売主の、受領お」に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み言及し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主また仏独両法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。期限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主定め」に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売言及する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨し
て、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主・スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売はそれが効力を生じる旨ない。よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

538 566 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主書きで面に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よらスイス連邦法を優先。ない賃貸借契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売一般に関する予約の規定。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主効力に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定で、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス連邦
法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は賃貸借契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売特定の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主方の義務を規定しているが、売主式に合わせて条文構成を改めたものと推測される。よって仏法をモデルは要求する無因性の立場。よっされないが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主不動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、賃貸借の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主特段として、物の所有権とその享受を買主
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主合意でも同様とする。日法は、所有権のに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は書きで面が効力を生じる旨必要とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨条文のスタイルからスイス連邦法を優先。構成の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすで最も近いが、規定も近さに着目して、スイス法を優いが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定
内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。は異がなる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

539

540 567 *604 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主30年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売を手段として、物の所有権とその享受を買主超える場合、える契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売賃貸借に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売つき解約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主認める。よってスイス法をモデル法と判定。める契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は最も近いが、規定長することはできない」と規定。よって日法を優先。を手段として、物の所有権とその享受を買主 20年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売
とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主他の事情を条件とすの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。構成では本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売きわめて近さに着目して、スイス法を優い。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主
優先。

541
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544 549 *612 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とスイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は原則とする。独法は原則的に的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売貸権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主認める。よってスイス法をモデル法と判定。める契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主同様とする。日法は、所有権のに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売賃貸
人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主許諾する意思を表明することにを手段として、物の所有権とその享受を買主条件とすとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃貸人の権利の売買」や「権利のが効力を生じる旨許諾する意思を表明することにを手段として、物の所有権とその享受を買主拒否できるという規定。したときは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃借人の権利の売買」や「権利のに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売解約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売権とその享受を買主
を手段として、物の所有権とその享受を買主認める。よってスイス法をモデル法と判定。める契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売趣旨。よってに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。
＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と比べて、変更点が多く見られるが、表現の明確化が主な目的で、条べて、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主相違がある。点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすが効力を生じる旨若干あるが、表現の修正に留まり、趣旨の変更はある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主表現の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主修正に留まり、趣旨の変更はに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売留まり取引時間の定めあるときは、、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主変更に編集したものと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。は
見らスイス連邦法を優先。れない。

545 *613 本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それとほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同一。

546 *1720

547 547 608 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主およびスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は賃貸人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主費は買主負担とする。スイス法も独法と用は売主の、受領お償還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主義務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすで、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨と近さに着目して、スイス法を優
く、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主またスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日常の用途もしくは契約において想定された用途への適性」的な小額の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主修繕費は買主負担とする。スイス法も独法とを手段として、物の所有権とその享受を買主賃借人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主負担を原則とする。独法は原則的にとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすで本条
と同趣旨である契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

548 [1721] [537(I) Sent.1] *[F.C.O.277]; 
[S.O.254]

スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 277条は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売目的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売そぐわない状」での引渡しと果実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優態で給付する」ことを売主の義務とする。スまたはその支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主目的を手段として、物の所有権とその享受を買主著しし
く阻害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よう条文のスタイルからスイス連邦法を優先。な状」での引渡しと果実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優態で給付する」ことを売主の義務とする。スの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主まま目的物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主引渡しと、代金の支払いをもって売した場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売おける契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売賃借人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主解除権とその享受を買主
に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売条文のスタイルからスイス連邦法を優先。。減額請求する無因性の立場。よっ権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主損害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、賠償権とその享受を買主も規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主も瑕疵に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売同趣旨
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定である契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃料ならびにその他の出捐（費用）の償の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主免除・減額を手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売もの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主で、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主解約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は含む点に着目しまない。
＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と比べて、変更点が多く見られるが、表現の明確化が主な目的で、条べる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売と、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。賃貸人の権利の売買」や「権利のが効力を生じる旨財物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主…引渡したとき」と目的語に限引渡しと、代金の支払いをもって売したとき」と目的語に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨
定が効力を生じる旨無いの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主では「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。賃貸人の権利の売買」や「権利のが効力を生じる旨賃借物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主…引渡したとき」と目的語に限引渡しと、代金の支払いをもって売したとき」と限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨
定したの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主主な相違がある。点を約することを、売買契約の効力発生の条件とす。

549

550 1721 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃借物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主瑕疵に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売より取引時間の定めあるときは、賃貸借の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主意でも同様とする。日法は、所有権の図ることを売主の義務とし、する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主使とその効果に関する規用は売主の、受領おが効力を生じる旨阻害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、される契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売時の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主既知っていた場合（・不知っていた場合（を手段として、物の所有権とその享受を買主問わず、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃貸人の権利の売買」や「権利のに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売保証」と規定。英法も、責任を規定。独法、を手段として、物の所有権とその享受を買主課すもの。すもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。

551 ＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と比べて、変更点が多く見られるが、表現の明確化が主な目的で、条べて、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主では「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主使とその効果に関する規用は売主の、受領おまたは収益」の双方に言及するのに対して、独法・スイス法はを手段として、物の所有権とその享受を買主不能に関する規定。よって仏法を優先。とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」となってい
たが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主では「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主使とその効果に関する規用は売主の、受領おならスイス連邦法を優先。びスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売収益」の双方に言及するのに対して、独法・スイス法はを手段として、物の所有権とその享受を買主不能に関する規定。よって仏法を優先。とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」と改めたものと推測される。よって仏法をモデルめらスイス連邦法を優先。れた。ま
た、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。賃借物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主瑕疵に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売解約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売を手段として、物の所有権とその享受を買主相当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売程に、効用を低減させる」隠れた瑕疵について規定。独法は経済的の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主深刻さが認められるさが効力を生じる旨認める。よってスイス法をモデル法と判定。めらスイス連邦法を優先。れる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
ない場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨り取引時間の定めあるときは、」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。賃借人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主解除権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主制限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨が効力を生じる旨なかった。イギリスからスイス連邦法を優先。
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主修正に留まり、趣旨の変更は要請に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売より取引時間の定めあるときは、、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主加に言及しているのは、スイス法のみ。よってスイス法をモデえらスイス連邦法を優先。れたもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。われる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

552 1728 550 [F.C.O.]283 594, 616 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。注意でも同様とする。日法は、所有権の深く使とその効果に関する規用は売主の、受領おする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売こと、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定された目的または状」での引渡しと果実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優況から推定からスイス連邦法を優先。推定
される契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売目的の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ために移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み使とその効果に関する規用は売主の、受領おする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売こと」を手段として、物の所有権とその享受を買主賃借人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主義務とし、と規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。契

◄ 9 ►
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§ French German Swiss Japanese English モデル条文判定理由および覚書条文判定理由および覚書および覚書覚書

約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売反する目的に使用し、賃貸人の警告にもかかわらず中止しないときは、する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売目的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売使とその効果に関する規用は売主の、受領おし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃貸人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主警告にもかかわらず中止しないときは、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売もかかわらスイス連邦法を優先。ず中止しないときは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主差止請求する無因性の立場。よっの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主訴えを手段として、物の所有権とその享受を買主提起できる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。善良な家長とな家長することはできない」と規定。よって日法を優先。と
して使とその効果に関する規用は売主の、受領おする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売こと」を手段として、物の所有権とその享受を買主賃借人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主義務とし、とし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主借地人の権利の売買」や「権利のが効力を生じる旨既定の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主用は売主の、受領お途の適せず、または買主が知っていれば購入を控えた以外の手段による合意でも同様とする。日法は、所有権のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主目的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
不動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、を手段として、物の所有権とその享受を買主使とその効果に関する規用は売主の、受領おした場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主地主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主解約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主も「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売またはその支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
性の立場。よっ質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売より取引時間の定めあるときは、定まる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売用は売主の、受領お法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主」に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売従うと規定。基本的にはスイス連邦法第う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。ことを手段として、物の所有権とその享受を買主義務とし、とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。しかし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。慣習により取引時間の定めあるときは、」に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売言及
する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売条文のスタイルからスイス連邦法を優先。はない。

553 [F.C.O.]283, 304 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 1728条は賃借人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主注意でも同様とする。日法は、所有権の義務とし、と賃料ならびにその他の出捐（費用）の償払いを手段として、物の所有権とその享受を買主い義務とし、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定で、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主1754およ
びスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ 1755条は修繕義務とし、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売個別的な規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は基本的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売賃貸借一般に関する予約の規定。と小
作契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売を手段として、物の所有権とその享受を買主区別する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売構成で、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 582条は小作者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主修繕義務とし、ないし注意でも同様とする。日法は、所有権の義務とし、
に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 283条は賃借人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主義務とし、、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 304条は小作者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主義
務とし、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売一般に関する予約の規定。条項。スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売おいて本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売一
番近さに着目して、スイス法を優いかもしれないが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。条文のスタイルからスイス連邦法を優先。とは言えない。

554 1729 *553 [F.C.O.]283 
[S.O.285]

616 [-> 594] 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売定された目的以外の手段による合意でも同様とする。日法は、所有権のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ために移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売賃借物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主使とその効果に関する規用は売主の、受領おしたり取引時間の定めあるときは、、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃貸人の権利の売買」や「権利のに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売損害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、を手段として、物の所有権とその享受を買主及
ぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。した場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主解約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主規定したもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は基本的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は違がある。約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売行為を要求する無因性の立場。よっの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主差止請求する無因性の立場。よっ
権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主規定し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それが効力を生じる旨賃貸人の権利の売買」や「権利のへの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主加に言及しているのは、スイス法のみ。よってスイス法をモデ害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、行為を要求する無因性の立場。よっとなる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は解約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。
スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 28３条第 2項は地主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主解約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。この支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。ち、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃貸
人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主警告にもかかわらず中止しないときは、を手段として、物の所有権とその享受を買主解除に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売前の検査）とほぼ同趣旨、同文置するのは、独法する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主(Abmahnung))。よって独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

555 賃貸人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主検査行為を要求する無因性の立場。よっに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売言及する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売はスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み。よってこれを手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

556 *1724 S.O.256[(I)] 606[(II)], 607 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃借人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主修繕受を買主忍義務とし、、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主40日を手段として、物の所有権とその享受を買主超える場合、える契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃料ならびにその他の出捐（費用）の償の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主減額、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売目的
に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売適せず、または買主が知っていれば購入を控えたせぬ場合の解除権を規定。スイス法は受忍義務のみの規定。日法は、受場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主解除権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は受を買主忍義務とし、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主みの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主受を買主
忍義務とし、と解除権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。総合的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨最も近いが、規定も本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売近さに着目して、スイス法を優い。よってこれ
を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。
＊なお、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同一内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。であったが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主居住に適しなくなる場合にに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売適せず、または買主が知っていれば購入を控えたしなくなる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
は解除権とその享受を買主が効力を生じる旨認める。よってスイス法をモデル法と判定。めらスイス連邦法を優先。れる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨定的な規定の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仕方の義務を規定しているが、売主であったため、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主イギリ
スより取引時間の定めあるときは、修正に留まり、趣旨の変更はを手段として、物の所有権とその享受を買主求する無因性の立場。よっめらスイス連邦法を優先。れたもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。われる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

557 [1726, 1727], 
1768

545 [F.C.O.]284 *615 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売侵害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、や権とその享受を買主利主張し、買主が目的物を追奪される虞がある場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合を手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃借物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主欠陥が発覚し、または予期せぬ危険に対する予防措置が必要とが効力を生じる旨発覚し、または予期せぬ危険に対する予防措置が必要とし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主または予期せぬ場合の解除権を規定。スイス法は受忍義務のみの規定。日法は、受危険に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売予防措置するのは、独法が効力を生じる旨必要と
なった場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃借人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主通知っていた場合（義務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。仏独ともに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主通知っていた場合（義務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主怠っ
たときは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃借人の権利の売買」や「権利のが効力を生じる旨損害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、を手段として、物の所有権とその享受を買主負担を原則とする。独法は原則的にせねば購入を控えたならスイス連邦法を優先。ないとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主同様とする。日法は、所有権のに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
修繕の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主必要が効力を生じる旨生の条件とすじた場合と、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売倣う。独って第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売権とその享受を買主利主張し、買主が目的物を追奪される虞がある場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合とを手段として、物の所有権とその享受を買主
扱う。英法は、これらう条文のスタイルからスイス連邦法を優先。が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主通知っていた場合（義務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主怠った場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃借人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主損害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、負担を原則とする。独法は原則的に責任を規定。独法、は規定されない。
本条は仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主混合条文のスタイルからスイス連邦法を優先。と考えられる。よってスイス法を優先。えらスイス連邦法を優先。れる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主総合的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売判断して、本条は独法をモデルにそれを書き改めたものと推測される。して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主構
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想が効力を生じる旨本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売最も近いが、規定も近さに着目して、スイス法を優いと判定され得を図ることを売主の義務とし、る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

558 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主主物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主所有権とその享受を買主者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨が効力を生じる旨従うと規定。基本的にはスイス連邦法第物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨して有する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売効力を手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売もの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は
貸主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主費は買主負担とする。スイス法も独法と用は売主の、受領お償還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主義務とし、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は借主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主収去することを買権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。したが効力を生じる旨っ
て、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。と見らスイス連邦法を優先。れる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売条文のスタイルからスイス連邦法を優先。は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主以上に権源を有することや、平穏な占有を買主に提供することはの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主外の手段による合意でも同様とする。日法は、所有権の国法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は見当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任たらスイス連邦法を優先。ない。

559 551 *[F.C.O.286] 614 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主土地の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合とその支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主他の事情を条件とすの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃借物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合とを手段として、物の所有権とその享受を買主区別した構成となっ
ている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。また、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は特約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売も慣習により取引時間の定めあるときは、もない場合、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主長することはできない」と規定。よって日法を優先。期の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃貸では半年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売
毎、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主短期の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃貸では毎月末と規定。よってスイス法がを優先。と規定。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

560 *S.O.265 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主およびスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主双務とし、契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売おける契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売債務とし、不履行の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主一般に関する予約の規定。的効果としての支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主解除
権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨ない場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は解約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売旨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主警告にもかかわらず中止しないときは、と共に、買主の所有権取得を図ることを売主の義務とし、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主長することはできない」と規定。よって日法を優先。期
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃貸では 30日、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主短期の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃貸では 6日間の定めあるときは、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主期間の定めあるときは、を手段として、物の所有権とその享受を買主定めて催告にもかかわらず中止しないときは、する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことを手段として、物の所有権とその享受を買主規
定。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

561 *1730, 1731 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃借人の権利の売買」や「権利のに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売おける契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売賃借物の所有権とその享受を買主返却時の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主原状」での引渡しと果実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優回復義務とし、、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主良な家長と好状」での引渡しと果実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優態で給付する」ことを売主の義務とする。スでの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主受を買主領を買主の義務とする。また、権利売買の場合にも言の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
推定など、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨ときわめて近さに着目して、スイス法を優い。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売終了時に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売おける契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売賃借人の権利の売買」や「権利の
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃借物の所有権とその享受を買主返還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主義務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売一方の義務を規定しているが、売主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主適せず、または買主が知っていれば購入を控えた切な使用による劣化は賃貸人の負担とな使とその効果に関する規用は売主の、受領おに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売劣化が主な目的で、条は賃貸人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主負担を原則とする。独法は原則的にと
する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売など、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とは異がなった視点を約することを、売買契約の効力発生の条件とす。よって本条では仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

562 *[1732, 1755] [548] 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃借人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主責めに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売帰すべき滅失毀損の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賠償責任を規定。独法、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主適せず、または買主が知っていれば購入を控えた正に留まり、趣旨の変更はな使とその効果に関する規用は売主の、受領おに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売劣化が主な目的で、条は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃貸人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主負担を原則とする。独法は原則的にとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。したが効力を生じる旨って、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣
旨は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主メインとして、独法の趣旨を加えたものと考えられる。よってとして、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨を手段として、物の所有権とその享受を買主加に言及しているのは、スイス法のみ。よってスイス法をモデえたもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と考えられる。よってスイス法を優先。えらスイス連邦法を優先。れる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よって
仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

563 *558 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃貸人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主損害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、賠償世紀有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ならスイス連邦法を優先。びスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売賃借人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主費は買主負担とする。スイス法も独法と用は売主の、受領お償還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主請求する無因性の立場。よっ権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主消
滅時効を手段として、物の所有権とその享受を買主 6か月とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。他の事情を条件とす方の義務を規定しているが、売主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は 1年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よって独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

564 *564 [F.C.O.289; 
S.O.276]

独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主期間の定めあるときは、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主特約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は期間の定めあるときは、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主過渡しと、代金の支払いをもって売に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よって契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は終了し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主期間の定めあるときは、
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主定めが効力を生じる旨ない場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は両当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任事者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売解約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売権とその享受を買主が効力を生じる旨ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売旨を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売定
期間の定めあるときは、が効力を生じる旨ない場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は両当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任事者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨とも解約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主有する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売と規定の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み。よって独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主
優先。

565

566 [564(II)], 565, 
[595]

[F.C.O.]289, 290 
[S.O.267]

617 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とも、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それぞれ予告にもかかわらず中止しないときは、期間の定めあるときは、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仕方の義務を規定しているが、売主が効力を生じる旨異がなり取引時間の定めあるときは、、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃料ならびにその他の出捐（費用）の償
支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主い期間の定めあるときは、１年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売期を手段として、物の所有権とその享受を買主それとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売もの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はない。したが効力を生じる旨って、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。条文のスタイルからスイス連邦法を優先。は
不明さに着目して、仏法を優先。。

◄ 11 ►
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567 *1722[(I)]

568 1722[(II)] *611 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とも同趣旨である契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主残存部を失った場合と、部分的な喪失の場合を定義して、その効果としては一分の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主みでは契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売目的達成が効力を生じる旨困難とするその他の事情を条件とすな場
合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は解除可とするのは、日法。よって日法を優先。とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

569 *571 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主公正に留まり、趣旨の変更は証」と規定。英法も、書きでなどの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み賃貸借関する予約の規定。係の継続を認める。独法ならの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主継続を認める。独法ならを手段として、物の所有権とその享受を買主認める。よってスイス法をモデル法と判定。める契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ならスイス連邦法を優先。
びスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主借主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売引渡しと、代金の支払いをもって売した後に第三者に売渡したときは、買主は貸主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売売渡しと、代金の支払いをもって売したときは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主買主は貸主
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主地位に代位すると規定。日法は登記を要件とする。語句の類似性に基づいに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売代位に代位すると規定。日法は登記を要件とする。語句の類似性に基づいする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売と規定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は登記せず。独法は瑕疵担保責を手段として、物の所有権とその享受を買主要件とすとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。語句の類似性に基づいの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主類似するが、むしろ危険負担の規性の立場。よっに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売基づい
て、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

570 1738 568 *[F.C.O.]291 619[(I)] 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。賃借人の権利の売買」や「権利のが効力を生じる旨退および占有妨去することを買せず、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主賃貸人の権利の売買」や「権利のも退および占有妨去することを買を手段として、物の所有権とその享受を買主求する無因性の立場。よっめず」と規定、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は単に売買契約に関する規定の準用を定めるだけで、各当事者に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。賃借人の権利の売買」や「権利のが効力を生じる旨賃借物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主使とその効果に関する規用は売主の、受領おを手段として、物の所有権とその享受を買主継続を認める。独法なら」と規定し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。賃貸人の権利の売買」や「権利の
が効力を生じる旨これを手段として、物の所有権とその享受を買主知っていた場合（り取引時間の定めあるときは、なが効力を生じる旨らスイス連邦法を優先。意でも同様とする。日法は、所有権の義を手段として、物の所有権とその享受を買主述べず」と規定。ただし日法は「同一の条件で更べず」と規定。ただ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具し日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。同一の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条件とすで更に編集したものと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。
新されたもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と推定」とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。期間の定めあるときは、を手段として、物の所有権とその享受を買主特定せずに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」と規定。
よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

571

572 ＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と比べて、変更点が多く見られるが、表現の明確化が主な目的で、条較すると、旧法で認められていた贈与者の解除権が新法では削除する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売と、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨目的物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主譲渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主みに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売言及していたの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
対して強制立退および占有妨して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は目的物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨らスイス連邦法を優先。かの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主権とその享受を買主利の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主譲渡しと、代金の支払いをもって売もその支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主目的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売含む点に着目し
めている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

573 ＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主では賃貸人の権利の売買」や「権利のが効力を生じる旨少なくとも支払い総額のなくとも支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主い総額の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主 1/3を手段として、物の所有権とその享受を買主返還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主しなければ購入を控えたならスイス連邦法を優先。ないと
していたが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それが効力を生じる旨第 1項の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主った金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主銭を放棄して」と矛盾するからを手段として、物の所有権とその享受を買主放棄の訴えに関する規定。独法は、贈与して」と矛盾するからする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売からスイス連邦法を優先。
であろ危険負担の規う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。か、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主では削除された。

574 ＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と比べて、変更点が多く見られるが、表現の明確化が主な目的で、条較すると、旧法で認められていた贈与者の解除権が新法では削除する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売と、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨単に売買契約に関する規定の準用を定めるだけで、各当事者に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。２条に分けた期連続を認める。独法ならして遅滞の場合の提供の効果（した場合」としていた
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。２条に分けた期連続を認める。独法ならして遅滞の場合の提供の効果（し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主わなかった場合」と規定
して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条件とすを手段として、物の所有権とその享受を買主厳しくしている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。また終期の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主いに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売遅滞の場合の提供の効果（した場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧
法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。１年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売ヶ月の期間を経過した後でなければ、権利行使できない」として月の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主期間の定めあるときは、を手段として、物の所有権とその享受を買主経過した後に第三者に売渡したときは、買主は貸主でなければ購入を控えた、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主権とその享受を買主利行使とその効果に関する規できない」として
いたの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。更に編集したものと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売１年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売期間の定めあるときは、を手段として、物の所有権とその享受を買主経過した後に第三者に売渡したときは、買主は貸主」とより取引時間の定めあるときは、柔軟な規定をな規定を手段として、物の所有権とその享受を買主
採用は売主の、受領おしている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

575 611 [F.C.O.338(I)] *623 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は無期限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主無限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨定の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主労働契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売を手段として、物の所有権とその享受を買主禁止する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売趣旨。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。被用は売主の、受領お者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨は約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売した
労務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主果たし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主使とその効果に関する規用は売主の、受領お者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨は約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売した報酬を支払う義務を負う」というもの。日法を手段として、物の所有権とその享受を買主支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。義務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主負う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。もの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。被用は売主の、受領お者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨は労務とし、提供の効果（を手段として、物の所有権とその享受を買主約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主使とその効果に関する規用は売主の、受領お者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨は報酬を支払う義務を負う」というもの。日法の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主いを手段として、物の所有権とその享受を買主約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売す」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。表現。
スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 338条は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。一方の義務を規定しているが、売主が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主報酬を支払う義務を負う」というもの。日法を手段として、物の所有権とその享受を買主代償として、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主他の事情を条件とす方の義務を規定しているが、売主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ために移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売労務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主
提供の効果（する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」と定義。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は最も近いが、規定も本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主表現に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売近さに着目して、スイス法を優い。
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576 612[(I)] *[F.C.O.]338[(II)] 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。有償での支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み労務とし、提供の効果（が効力を生じる旨期待される場合は、明示の合意なくてされる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主明さに着目して、仏法を優先。示の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主合意でも同様とする。日法は、所有権のなくて
も有償」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。表現の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仕方の義務を規定しているが、売主。スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。たとえ確約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨なくても、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主無償
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主労務とし、提供の効果（が効力を生じる旨想定できないよう条文のスタイルからスイス連邦法を優先。な事情を条件とすが効力を生じる旨ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ときは報酬を支払う義務を負う」というもの。日法提供の効果（の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主義務とし、あり取引時間の定めあるときは、」と
する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主表現が効力を生じる旨最も近いが、規定も近さに着目して、スイス法を優い。

577 *625 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は基本的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売譲渡しと、代金の支払いをもって売禁止とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。被用は売主の、受領お者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主同意でも同様とする。日法は、所有権のを手段として、物の所有権とその享受を買主得を図ることを売主の義務とし、なけ
れば購入を控えた譲渡しと、代金の支払いをもって売は許されず」と消極的な表現である契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は本条と同趣旨。
スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。被用は売主の、受領お者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨自身の行為の結果を秘匿した場合」を規定。独法は「瑕疵を秘が効力を生じる旨労務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主提供の効果（する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売義務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主負う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。」とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。
よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。
＊なお、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と比べて、変更点が多く見られるが、表現の明確化が主な目的で、条較すると、旧法で認められていた贈与者の解除権が新法では削除して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主相違がある。点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすが効力を生じる旨ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売表現の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主修正に留まり、趣旨の変更はに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売留まり取引時間の定めあるときは、、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨
に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は変更に編集したものと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。はない。

578

579 *616; 63, 72(II)

580 *614 [F.C.O.]340 624 スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。先払いを手段として、物の所有権とその享受を買主いや定期的な支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主確約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売も慣習により取引時間の定めあるときは、もないときは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主労務とし、終
了後に第三者に売渡したときは、買主は貸主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主い」と規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は特約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売への支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主言及なく「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。報酬を支払う義務を負う」というもの。日法は労務とし、終了後に第三者に売渡したときは、買主は貸主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売支
払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。期間の定めあるときは、毎に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売報酬を支払う義務を負う」というもの。日法が効力を生じる旨定めらスイス連邦法を優先。れている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主各期間の定めあるときは、終了後に第三者に売渡したときは、買主は貸主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主」と規
定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。被用は売主の、受領お者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨は労務とし、完了後に第三者に売渡したときは、買主は貸主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主期間の定めあるときは、終了後に第三者に売渡したときは、買主は貸主でなければ購入を控えた報酬を支払う義務を負う」というもの。日法を手段として、物の所有権とその享受を買主請求する無因性の立場。よっでき
ず」と規定。よって規定の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主類似するが、むしろ危険負担の規性の立場。よっからスイス連邦法を優先。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

581 625 [F.C.O.]342 *629 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とも趣旨はほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同様とする。日法は、所有権の。本法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主但し書きできは日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それと一致したときの、危険負担の移転を規定する。よって。スイ
ス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。解約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売予告にもかかわらず中止しないときは、が効力を生じる旨要求する無因性の立場。よっされる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売おいて、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主双方の義務を規定しているが、売主とも予告にもかかわらず中止しないときは、しないと
きは更に編集したものと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。新されたもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とみなす」と規定。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

582 [621] [F.C.O.]343, 345 *627[(II)(III)] 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主報酬を支払う義務を負う」というもの。日法支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主いが効力を生じる旨日毎、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主週毎、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主月毎の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合などを手段として、物の所有権とその享受を買主個別に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は
「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任期の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主前の検査）とほぼ同趣旨、同文半までに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売通知っていた場合（」と一般に関する予約の規定。的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 343条は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。期間の定めあるときは、
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主確約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売もなく、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主解約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。からスイス連邦法を優先。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主推定もできない場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主各当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任事者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨は法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主定の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
予告にもかかわらず中止しないときは、期間の定めあるときは、を手段として、物の所有権とその享受を買主守って解約することができる」と規定。よって日法を優先。って解約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことが効力を生じる旨できる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」と規定。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

583 [626] [628] 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。重なる大している。な事由に買主に対して強制立退および占有妨」、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。止むを手段として、物の所有権とその享受を買主得を図ることを売主の義務とし、ない事由に買主に対して強制立退および占有妨」が効力を生じる旨ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ときは「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。各当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任事
者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨は予告にもかかわらず中止しないときは、期間の定めあるときは、なく解除可とするのは、日法。よって日法を優先。能に関する規定。よって仏法を優先。」とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主よう条文のスタイルからスイス連邦法を優先。な規定ではない。

584 *[F.C.O.]347

585 *630; Com.73

586
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587 631 [F.C.O.]350 
[S.O.363]

*632 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。請負人の権利の売買」や「権利のは施工義務とし、、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主注文のスタイルからスイス連邦法を優先。者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨は報酬を支払う義務を負う」というもの。日法支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主い義務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主負う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。趣旨。
日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。請負人の権利の売買」や「権利のは仕事の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主完成を手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主注文のスタイルからスイス連邦法を優先。者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨は報酬を支払う義務を負う」というもの。日法の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主いを手段として、物の所有権とその享受を買主約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売す」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。趣
旨。スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。請負人の権利の売買」や「権利のが効力を生じる旨仕事を手段として、物の所有権とその享受を買主完遂し、注文者がその代金を支払う旨し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主注文のスタイルからスイス連邦法を優先。者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨が効力を生じる旨その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。旨
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」と定義。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

588 *S.O.364 [(III)]

589 *[F.C.O.]352 [(I)] 
[S.O.365(I)]

590 *[F.C.O.]352 [(II)] 
[S.O.363(II)]

591 645 *[F.C.O.356] [636] 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。滅失・毀損の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合でも、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主報酬を支払う義務を負う」というもの。日法およびスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ損害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、賠償を手段として、物の所有権とその享受を買主請求する無因性の立場。よっできる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」とし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は注文のスタイルからスイス連邦法を優先。者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主調達した資材または建設予定地に瑕疵がある場合のまたは建設予定地に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売瑕疵が効力を生じる旨ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
請負人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主通知っていた場合（義務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定して「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。遅延した場合は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主請負人の権利の売買」や「権利のが効力を生じる旨損害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、を手段として、物の所有権とその享受を買主負担を原則とする。独法は原則的に」とす
る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。注文のスタイルからスイス連邦法を優先。者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売修補請求する無因性の立場。よっ権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主解除権とその享受を買主なし」と規定。本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。と最も近いが、規定も
類似するが、むしろ危険負担の規する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨故に、スイス法を優先。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

592

593 *[S.O.366(I)] [635] 本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 366条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それとほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優
先。

594 [633], 634 *S.O.366[(II)] [634] これに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 366条第 2項は本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。また、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主瑕疵が効力を生じる旨重なる
大している。な場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主受を買主領を買主の義務とする。また、権利売買の場合にも言拒否できるという規定。権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主些細な瑕疵の場合の報酬減額請求権を注文者に認な瑕疵の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主報酬を支払う義務を負う」というもの。日法減額請求する無因性の立場。よっ権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主注文のスタイルからスイス連邦法を優先。者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売認める。よってスイス法をモデル法と判定。
め、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主請負人の権利の売買」や「権利のに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売過失ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主損害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、賠償請求する無因性の立場。よっ権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主容を有する。認める。よってスイス法をモデル法と判定。。この支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすでも本条
は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売最も近いが、規定も近さに着目して、スイス法を優い。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はまず請負人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主義務とし、と瑕疵担を原則とする。独法は原則的に保責任を規定。独法、、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主遅滞の場合の提供の効果（の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主損害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、賠償を手段として、物の所有権とその享受を買主規定し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主更に編集したものと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売注文のスタイルからスイス連邦法を優先。者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売修補期間の定めあるときは、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主設定、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主期間の定めあるときは、徒過の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場
合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主解除または報酬を支払う義務を負う」というもの。日法減額請求する無因性の立場。よっを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主単に売買契約に関する規定の準用を定めるだけで、各当事者純に期間を定めた修補請求に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売期間の定めあるときは、を手段として、物の所有権とその享受を買主定めた修補請求する無因性の立場。よっ
権とその享受を買主と、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売代わる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売損害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、賠償請求する無因性の立場。よっ権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み。いずれも「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。請負人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主責
めに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売帰すべき事由に買主に対して強制立退および占有妨」は要求する無因性の立場。よっしていない。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

595 *651 [(I)]

596

597

598 640 *[F.C.O.]360, 361 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は注文のスタイルからスイス連邦法を優先。者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主受を買主領を買主の義務とする。また、権利売買の場合にも言義務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主瑕疵を手段として、物の所有権とその享受を買主認める。よってスイス法をモデル法と判定。識しつつ受領したときには、修しつつ受を買主領を買主の義務とする。また、権利売買の場合にも言したときに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主修

◄ 14 ►
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補請求する無因性の立場。よっ権とその享受を買主などを手段として、物の所有権とその享受を買主失う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。ことを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それとほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣
旨。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

599

600 638 *[F.C.O.]362 [637, 638(I)] 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は建造物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主瑕疵担を原則とする。独法は原則的に保責任を規定。独法、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ついて、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主10年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主消滅時効を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は通常の用途もしくは契約において想定された用途への適性」
は 6か月とし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主建造物の所有権とその享受を買主は 5年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売と規定。スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は通常の用途もしくは契約において想定された用途への適性」は 1年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主建造物の所有権とその享受を買主は 5
年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は通常の用途もしくは契約において想定された用途への適性」は 1年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売とし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主建造物の所有権とその享受を買主は 5年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主特に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売強固な建造物はな建造物の所有権とその享受を買主は 10年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売
とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

601 [638(II)] 日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。瑕疵に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売より取引時間の定めあるときは、土地の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主工作物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨滅失毀損した場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主時からスイス連邦法を優先。 1年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売
以内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。趣旨。スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。引渡しと、代金の支払いをもって売し後に第三者に売渡したときは、買主は貸主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主時間の定めあるときは、が効力を生じる旨経過してからスイス連邦法を優先。瑕疵が効力を生じる旨発見
されたときは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主直ちに請負人に通知すべし」という趣旨。したがってモデルちに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売請負人の権利の売買」や「権利のに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売通知っていた場合（すべし」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。趣旨。したが効力を生じる旨ってモデルからスイス連邦法を優先。
法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とはいえない。

602 [641] *S.O.372 
[F.C.O.363]

独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨 2項構成としている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすで、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本
条に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売近さに着目して、スイス法を優い。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

603 *1788, 1790 644 [F.C.O.]367 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売きわめて近さに着目して、スイス法を優い。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。引渡しと、代金の支払いをもって売までは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主請負人の権利の売買」や「権利のが効力を生じる旨危
険を手段として、物の所有権とその享受を買主負担を原則とする。独法は原則的に」と一般に関する予約の規定。的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 367条は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。偶発事が効力を生じる旨原因で引渡しと、代金の支払いをもって売
し前の検査）とほぼ同趣旨、同文に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売滅失した場合」に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売請負人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主報酬を支払う義務を負う」というもの。日法請求する無因性の立場。よっ権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主否できるという規定。認める。よってスイス法をモデル法と判定。し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。資材または建設予定地に瑕疵がある場合のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主損失は調達
者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨が効力を生じる旨負担を原則とする。独法は原則的に」とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。
＊なお、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と比べて、変更点が多く見られるが、表現の明確化が主な目的で、条較すると、旧法で認められていた贈与者の解除権が新法では削除して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。不可とするのは、日法。よって日法を優先。抗力またはその支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主他の事情を条件とすの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主原因の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ために移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売滅
失ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売いは毀損したとき」と規定していたが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は原因を手段として、物の所有権とその享受を買主限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よう条文のスタイルからスイス連邦法を優先。
な表現を手段として、物の所有権とその享受を買主削除し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主代わって「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。注文のスタイルからスイス連邦法を優先。者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主行為を要求する無因性の立場。よっが効力を生じる旨原因でない限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨り取引時間の定めあるときは、」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主別
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨定を手段として、物の所有権とその享受を買主採用は売主の、受領おしている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

604 645 [F.C.O.]368 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とスイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。注文のスタイルからスイス連邦法を優先。者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主調達した資材または建設予定地に瑕疵がある場合のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主瑕疵、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主またはその支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主指示が効力を生じる旨原
因で滅失した場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主請負人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主報酬を支払う義務を負う」というもの。日法請求する無因性の立場。よっ権とその享受を買主は消滅せず」とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。なお、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独
法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は請負人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主無責を手段として、物の所有権とその享受を買主要求する無因性の立場。よっし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。請負人の権利の売買」や「権利のが効力を生じる旨注文のスタイルからスイス連邦法を優先。者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨への支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主通知っていた場合（義務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主果
たした限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨り取引時間の定めあるときは、」と条件とすを手段として、物の所有権とその享受を買主付する」ことを売主の義務とする。スける契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。したが効力を生じる旨って報酬を支払う義務を負う」というもの。日法請求する無因性の立場。よっ権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主消滅を手段として、物の所有権とその享受を買主原則とする。独法は原則的にとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売本
条とは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨を手段として、物の所有権とその享受を買主異がとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。
＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と比べて、変更点が多く見られるが、表現の明確化が主な目的で、条較すると、旧法で認められていた贈与者の解除権が新法では削除した場合、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主修正に留まり、趣旨の変更は点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすが効力を生じる旨多く見られるが、表現の明確化が主な目的で、条々に規定。本条は、仏法の趣旨を第見らスイス連邦法を優先。れる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 1項の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主修正に留まり、趣旨の変更ははほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。文のスタイルからスイス連邦法を優先。言
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主修正に留まり、趣旨の変更はに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売留まる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 2項では、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。（注文のスタイルからスイス連邦法を優先。者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主調達した）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、
資材または建設予定地に瑕疵がある場合のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主性の立場。よっ質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売原因が効力を生じる旨ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合を手段として、物の所有権とその享受を買主除く」としていたの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主では
「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。注文のスタイルからスイス連邦法を優先。者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主行為を要求する無因性の立場。よっに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売原因が効力を生じる旨ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合を手段として、物の所有権とその享受を買主除く」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規定に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売変更に編集したものと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。されている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

605 *1794 649 [F.C.O.369] 641 仏、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主全てで同趣旨。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。注文のスタイルからスイス連邦法を優先。者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨が効力を生じる旨解約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売しても、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主請負人の権利の売買」や「権利の

◄ 15 ►
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の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主報酬を支払う義務を負う」というもの。日法請求する無因性の立場。よっ権とその享受を買主は消滅せず」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。もの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 369条は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。既に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売なさ
れた仕事の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主報酬を支払う義務を負う」というもの。日法を手段として、物の所有権とその享受を買主支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主って損害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、を手段として、物の所有権とその享受を買主賠償すれば購入を控えた、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨時でも解除できる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」とす
る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。これに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主およびスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主請負人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主損害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、賠償請求する無因性の立場。よっ権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売みに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売言
及。よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。
＊なお、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主文のスタイルからスイス連邦法を優先。言を手段として、物の所有権とその享受を買主組み替えて改善したもの。しかし、趣み替えて改善したもの。しかし、趣えて改めたものと推測される。よって仏法をモデル善したもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。しかし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣
旨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は大している。きな変化が主な目的で、条なし。

606 1795, [1976] *[S.O.]379 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主請負人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主死によって消滅」と規定。亡の場合のみを規定し、能力の喪失には言及せず。スイの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主みを手段として、物の所有権とその享受を買主規定し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主能に関する規定。よって仏法を優先。力の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主喪失に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は言及せず。スイ
ス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

607 1797 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主請負人の権利の売買」や「権利のは被用は売主の、受領お者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主責任を規定。独法、を手段として、物の所有権とその享受を買主引き受を買主ける契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売べきことを手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主みで、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主下
請に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は言及せず。

608 [F.C.O.]449 
[S.O.440]

*Com.331[=56
9]

独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主・スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。は専ら「物品」の運送に言及するのみだが、日商法のらスイス連邦法を優先。「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。物の所有権とその享受を買主品の品質を「保証されたもの」とみなす旨を規定する。」の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主運送に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売言及する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主みだ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日商法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
条文のスタイルからスイス連邦法を優先。は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。物の所有権とその享受を買主品の品質を「保証されたもの」とみなす旨を規定する。又は慣習により取引時間の定めあるときは、は旅客」と規定する。よって日法を優先。」と規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

609 *[F.C.O.]466 
[S.O.455(III)]

610

611

612 Com.102 Com.426 [F.C.O.]451 
[S.O.441]

*Com.332 
[=570]

仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主全てが効力を生じる旨類似するが、むしろ危険負担の規した規定だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定される契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
記せず。独法は瑕疵担保責載事項の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。が効力を生じる旨日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売最も近いが、規定も近さに着目して、スイス法を優い。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

613 Com.444, 445 *Com.333 
[=571]

独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ともに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売同様とする。日法は、所有権のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定される契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売記せず。独法は瑕疵担保責載事項の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。が効力を生じる旨日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売近さに着目して、スイス法を優い。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

614 Com.363, *[Com.334 
[=574]]

仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主有価証」と規定。英法も、券の裏書譲渡に関する一般規定。日法は、貨物引換証の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主裏書きで譲渡しと、代金の支払いをもって売に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売一般に関する予約の規定。規定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主貨物の所有権とその享受を買主引換証」と規定。英法も、
に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

615 Com.448 *Com.344 
[=584]

独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ともに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売同様とする。日法は、所有権のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。貨物の所有権とその享受を買主引換証」と規定。英法も、を手段として、物の所有権とその享受を買主作成した場合」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。条
件とすを手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。
＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主構文のスタイルからスイス連邦法を優先。上に権源を有することや、平穏な占有を買主に提供することは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主若干あるが、表現の修正に留まり、趣旨の変更はの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主違がある。いが効力を生じる旨ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

616 98 Com.429 *[F.C.O.]456, 457, 
458

Com.337 
[=577]

仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ともに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売同様とする。日法は、所有権のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。物の所有権とその享受を買主品の品質を「保証されたもの」とみなす旨を規定する。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主性の立場。よっ状」での引渡しと果実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優」や「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。荷
送人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主帰責事由に買主に対して強制立退および占有妨」に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売触れているのは、スイス法第れている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 447条。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主
優先。
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617 Com.99 Com.431, 432 [S.O.]449, 
[F.C.O.459]

*[Com.337 
[=577]]

仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ともに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売同趣旨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。滅失、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主毀損、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
または遅延」の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主責任を規定。独法、と明さに着目して、仏法を優先。記せず。独法は瑕疵担保責している契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

618 [F.C.O.] 459 
[S.O.449]

*Com.339 
[=579]

日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主運送業者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主連帯責任を規定。独法、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定していて、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条と同一の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主構文のスタイルからスイス連邦法を優先。を手段として、物の所有権とその享受を買主有する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。
よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

619

620 *[Com.]429 
[(II)]

Com.338 
[=578]

独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とも同趣旨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。。しかし日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主寄託契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売条文のスタイルからスイス連邦法を優先。。よっ
て独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

621 *[F.C.O.]458[(II)] 
[S.O.448(II)]

622 *[F.C.O.]460 
[S.O.450]

623 Com.438 S.O.452 *Com.348 
[=588]

独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とも、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。構成は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日
法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売最も近いが、規定も近さに着目して、スイス法を優い。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

624 Com.439 [F.C.O.]464 
[S.O.454]

*[Com.328 
[=566]]

独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とも、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。構成
は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売最も近いが、規定も近さに着目して、スイス法を優い。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

625 [F.C.O.]465

626 Com.433 [F.C.O.]453 *Com.342 
[=582]

独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主貨物の所有権とその享受を買主引換証」と規定。英法も、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主所持人の権利の売買」や「権利のに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売も言及する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。
スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は運送の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主中止の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主みに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売言及。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

627 Com.435 *Com.343 
[=583(I)]

独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ともに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。荷受を買主人の権利の売買」や「権利のが効力を生じる旨自らスイス連邦法を優先。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主債務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主履
行した場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は」とより取引時間の定めあるときは、詳細な瑕疵の場合の報酬減額請求権を注文者に認な条件とすを手段として、物の所有権とその享受を買主付する」ことを売主の義務とする。スす。本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。構成は日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売より取引時間の定めあるときは、近さに着目して、スイス法を優
く、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

628 Com.302 *Com.336 
[=576(I)]

仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ともに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。船の沈没、座礁、海賊による略の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主沈没、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主座礁、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主海賊による略に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売略
奪される虞がある場合、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主敵国に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売拿捕」といった具体的な規定。よって日法を優先。」といった具体的な規定。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

629 *Com.442 ＊意でも同様とする。日法は、所有権の味は旧法の文言の方が理解しやすいが、新法は、は旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主文のスタイルからスイス連邦法を優先。言の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主方の義務を規定しているが、売主が効力を生じる旨理解しやすいが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主英文のスタイルからスイス連邦法を優先。を手段として、物の所有権とその享受を買主忠
実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売訳出したもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。

630 *440 [F.C.O.]461 Com.324 
[=562], 
[349[=589]]

独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主（第 440条）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、と日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。運送人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主留置するのは、独法
権とその享受を買主」、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。運送取扱う。英法は、これら人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主留置するのは、独法権とその享受を買主」とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よって、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条では独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優
先。なお、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 224条は留置するのは、独法権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主一般に関する予約の規定。規定、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主461条は運送人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主留置するのは、独法
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権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主主張し、買主が目的物を追奪される虞がある場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨して荷受を買主人の権利の売買」や「権利のが効力を生じる旨担を原則とする。独法は原則的に保を手段として、物の所有権とその享受を買主供の効果（託したときの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。

631 *Com.437 [F.C.O.454], 455, 
456

Com.286 
[=524], 347 
[=587], 345 
[=585]

独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定趣旨は類似するが、むしろ危険負担の規している契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。構成に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売最も近いが、規定も近さに着目して、スイス法を優い
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。よって独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

632 Com.286 
[=524(III)], 347 
[=587]

本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主（第 286条）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売近さに着目して、スイス法を優いが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主競売代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は
供の効果（託する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことを手段として、物の所有権とその享受を買主基本としている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

633 Com.441 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主（第 441条）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、が効力を生じる旨本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売近さに着目して、スイス法を優いが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は運送人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主権とその享受を買主利一般に関する予約の規定。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。
する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定で、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主留置するのは、独法権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主供の効果（託、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主競売に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨った規定ではない。

634 Com.350 
[=590],

日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主（第 350条）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、は本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売近さに着目して、スイス法を優いが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。注意でも同様とする。日法は、所有権のを手段として、物の所有権とその享受を買主怠らスイス連邦法を優先。ざり取引時間の定めあるときは、しことを手段として、物の所有権とその享受を買主証」と規定。英法も、
明さに着目して、仏法を優先。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売非ざれば」という条件を規定。ざれば購入を控えた」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。条件とすを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。

635

636 [Com.351 
[=591(II)]]

日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条第 1項に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売近さに着目して、スイス法を優いが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売期間の定めあるときは、は１年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売週間の定めあるときは、。

637

638 *[Com.352 
[=592]]

639

640 *1875 [F.C.O.]321 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とスイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主構成ときわめて近さに着目して、スイス法を優い。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。貸主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主無償
で物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主使とその効果に関する規用は売主の、受領おを手段として、物の所有権とその享受を買主許すよう条文のスタイルからスイス連邦法を優先。義務とし、づけらスイス連邦法を優先。れる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規定の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仕方の義務を規定しているが、売主。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主引渡しと、代金の支払いをもって売
しを手段として、物の所有権とその享受を買主もって成立する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売要物の所有権とその享受を買主契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売である契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすを手段として、物の所有権とその享受を買主強調。よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。
＊なお、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それとほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨である契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。無償で」とい
う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。表現を手段として、物の所有権とその享受を買主欠く。しかし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 629条に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主""without paying) 
remuneration""という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。表現が効力を生じる旨見らスイス連邦法を優先。れる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主で、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主これは単に売買契約に関する規定の準用を定めるだけで、各当事者なる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売翻訳上に権源を有することや、平穏な占有を買主に提供することはの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ミスであっ
たと想像される。される契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。"

641 [593] 本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。構成は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主他の事情を条件とす国の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主民法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主典には見られない。日法に倣って、独自に構に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は見らスイス連邦法を優先。れない。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売倣う。独って、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独自に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売構
成したもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と考えられる。よってスイス法を優先。えらスイス連邦法を優先。れる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案が効力を生じる旨その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主まま採用は売主の、受領おされたと推測される。よって仏法をモデルされる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

◄ 18 ►
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642 本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。構成は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主他の事情を条件とす国の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主民法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主典には見られない。日法に倣って、独自に構に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は見らスイス連邦法を優先。れない、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独特の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主もの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と考えられる。よってスイス法を優先。えらスイス連邦法を優先。れ
る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案が効力を生じる旨その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主まま採用は売主の、受領おされたと推測される。よって仏法をモデルされる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

643 1880, [1881, 
1882, 1883, 
1884]

*[F.C.O.322] 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とスイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 322条は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同様とする。日法は、所有権のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。。仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は各点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすを手段として、物の所有権とその享受を買主個別
に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売定された方の義務を規定しているが、売主法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主以外の手段による合意でも同様とする。日法は、所有権のでの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主使とその効果に関する規用は売主の、受領お、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨への支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売貸を手段として、物の所有権とその享受を買主禁止しる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主も同じく「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。性の立場。よっ質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売用は売主の、受領お法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主」以外の手段による合意でも同様とする。日法は、所有権のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主使とその効果に関する規用は売主の、受領お、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ならスイス連邦法を優先。びスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨への支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
貸を手段として、物の所有権とその享受を買主禁止し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売違がある。反する目的に使用し、賃貸人の警告にもかかわらず中止しないときは、した場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主貸主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主解除権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売定
または性の立場。よっ質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売用は売主の、受領お法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主以外の手段による合意でも同様とする。日法は、所有権のでの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主使とその効果に関する規用は売主の、受領おならスイス連邦法を優先。びスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨への支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売貸の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主禁止に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売加に言及しているのは、スイス法のみ。よってスイス法をモデえ、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
それに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売反する目的に使用し、賃貸人の警告にもかかわらず中止しないときは、した場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主借主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主損害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、賠償責任を規定。独法、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定していて、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
それと最も近いが、規定も近さに着目して、スイス法を優い。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

644 *1880 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主善良な家長となる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売家長することはできない」と規定。よって日法を優先。が効力を生じる旨自らスイス連邦法を優先。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主財産が約定された広さに満たない場合、超える場合、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売払いを手段として、物の所有権とその享受を買主う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。と同一の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主注意でも同様とする。日法は、所有権のを手段として、物の所有権とその享受を買主もって管理する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売義
務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主目的物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主瑕疵に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ついての支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主貸主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主責任を規定。独法、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売もの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主（第
599条）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、と、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主適せず、または買主が知っていれば購入を控えた切な使用による劣化は賃貸人の負担とな使とその効果に関する規用は売主の、受領おに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売変質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろや劣化が主な目的で、条に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ついては借主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売責任を規定。独法、なしとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規
定（第 602条）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、もの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主である契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売からスイス連邦法を優先。、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条とは無関する予約の規定。係の継続を認める。独法なら。スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売も、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主こ
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。は見当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任たらスイス連邦法を優先。ず。よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

645 1881 *605 [No.2] [F.C.O.]326 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主な「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。想定外の手段による合意でも同様とする。日法は、所有権のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主使とその効果に関する規用は売主の、受領お又は慣習により取引時間の定めあるときは、は期間の定めあるときは、を手段として、物の所有権とその享受を買主超える場合、えた使とその効果に関する規用は売主の、受領おに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売目的物の所有権とその享受を買主滅失の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主借主
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主責任を規定。独法、」を手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売おいてほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同一で
ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。貸主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主解約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売権とその享受を買主」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。用は売主の、受領お語を手段として、物の所有権とその享受を買主用は売主の、受領おい、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。貸主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主返
還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主請求する無因性の立場。よっ」とし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主また貸主自身の行為の結果を秘匿した場合」を規定。独法は「瑕疵を秘が効力を生じる旨目的物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主必要とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合も含む点に着目しめる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よって独
法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

646 1888 *604[(II)(III)] [F.C.O.]325 597 [(II)(III)] 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はほとんど同一の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 604条が効力を生じる旨本条
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主構成に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売最も近いが、規定も近さに着目して、スイス法を優い。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主も独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売したもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主 605条は契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売違がある。反する目的に使用し、賃貸人の警告にもかかわらず中止しないときは、
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主貸主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主解除権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。よって独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

647 1886 601[(I)] *[F.C.O.]323 
[S.O.306(I)]

595[(I)] 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はほとんど同一の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主構成
が効力を生じる旨最も近いが、規定も近さに着目して、スイス法を優い。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

648 605 [No.3] [F.C.O.328] *599 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。解約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売事由に買主に対して強制立退および占有妨」としての支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。使とその効果に関する規用は売主の、受領お貸借は借主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主死によって消滅」と規定。亡の場合のみを規定し、能力の喪失には言及せず。スイに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
よって終了」とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。効力の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主消滅」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規定の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仕方の義務を規定しているが、売主は日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売近さに着目して、スイス法を優い。よっ
て日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

649 *606 600 日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売している契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売と思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。われ、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は本条と同じく６か月の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主短期
時効期間の定めあるときは、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定している契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よって独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

650 *1892 607[(I)] [F.C.O.]329 587 本条第一項は仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と構成も内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。も同じ。要物の所有権とその享受を買主契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売である契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことを手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売第二
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項は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主や日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主参考えられる。よってスイス法を優先。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売追加に言及しているのは、スイス法のみ。よってスイス法をモデされたもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。われる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

651

652 [F.C.O.]336 *591[(I)]

653

654

655 S.O.314[(III)]

656 *[F.C.O.]333, 
[S.O.317]

草案（Ob.656）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、はスイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。としたもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主で、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主後に第三者に売渡したときは、買主は貸主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主起草作業で
第 2項が効力を生じる旨加に言及しているのは、スイス法のみ。よってスイス法をモデえらスイス連邦法を優先。れたもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。われる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

657 *1915 688 [F.C.O.] 475[(I)] 657 「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。保管と返還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主を手段として、物の所有権とその享受を買主条件とすとして物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主受を買主け取る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」と規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 1915条が効力を生じる旨条文のスタイルからスイス連邦法を優先。構
成上に権源を有することや、平穏な占有を買主に提供することは最も近いが、規定も近さに着目して、スイス法を優い。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。相手方の義務を規定しているが、売主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ために移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売保管の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主義
務とし、」を手段として、物の所有権とその享受を買主規定し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主返還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主までは言及していない。よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。なお、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主1924
法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はこれを手段として、物の所有権とその享受を買主 1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案より取引時間の定めあるときは、仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売している契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よう条文のスタイルからスイス連邦法を優先。だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主1928年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。受を買主寄者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主保管と返還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売同意でも同様とする。日法は、所有権のする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。 1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主構成に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売復帰してい
る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

658 *689 [F.C.O.475(II)] スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。報酬を支払う義務を負う」というもの。日法が効力を生じる旨明さに着目して、仏法を優先。言された場合、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主またはその支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主よう条文のスタイルからスイス連邦法を優先。な約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売束が推測されが効力を生じる旨推測される。よって仏法をモデルされ
る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よう条文のスタイルからスイス連邦法を優先。な事情を条件とすが効力を生じる旨ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合」と規定し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。報酬を支払う義務を負う」というもの。日法を手段として、物の所有権とその享受を買主当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任然に期待されるように移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売期待される場合は、明示の合意なくてされる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よう条文のスタイルからスイス連邦法を優先。
な事情を条件とすが効力を生じる旨ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売時は黙の保証」とし、内容的には仏法とほぼ同趣旨。独法は、より抽象的に示の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主合意でも同様とする。日法は、所有権のが効力を生じる旨あったもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とみなす」と規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。黙の保証」とし、内容的には仏法とほぼ同趣旨。独法は、より抽象的に示の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
合意でも同様とする。日法は、所有権の」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。表現からスイス連邦法を優先。、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

659 1927, 1928 690 659 1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債権とその享受を買主債務とし、編第 659条に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売基づいている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 1項の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み。仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独
法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同様とする。日法は、所有権のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。。第 2項の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。有償の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主寄託」に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売触れているのは、スイス法第れている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主 1928条。第 3項の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。は不明さに着目して、仏法を優先。。

660 1930 691, 698 *[F.C.O.]476 658 1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債権とその享受を買主債務とし、編第 660条は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。承し諾する意思を表明することになければ購入を控えた自らスイス連邦法を優先。使とその効果に関する規用は売主の、受領おする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売こと、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨
に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売使とその効果に関する規用は売主の、受領お管理を手段として、物の所有権とその享受を買主させる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことはできない」と規定し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 661条が効力を生じる旨「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。承し諾する意思を表明することになく使とその効果に関する規
用は売主の、受領お・第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨へ移管した場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主厳格が約定されていない場合は、履責任を規定。独法、」を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 1930条は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。承し諾する意思を表明することにの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主な
い使とその効果に関する規用は売主の、受領お」の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主禁止の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主みを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。またはスイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 476条は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。承し諾する意思を表明することにの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ない使とその効果に関する規
用は売主の、受領お」の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主禁止およびスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。承し諾する意思を表明することになく使とその効果に関する規用は売主の、受領おした場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主厳格が約定されていない場合は、履責任を規定。独法、」を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 691
条は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。承し諾する意思を表明することにの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ない第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨への支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主移管」を手段として、物の所有権とその享受を買主禁止する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売趣旨。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 658条が効力を生じる旨「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。承し諾する意思を表明することに
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ない使とその効果に関する規用は売主の、受領お」と「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨への支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主移管」の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主両者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売言及。よってスイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優
先。
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661 [F.C.O.]482 *660 日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主構成は全く同じ。スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。差押えや訴えの提起がない限り、えや訴えの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主提起が効力を生じる旨ない限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨り取引時間の定めあるときは、、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
受を買主寄者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨は受を買主寄物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主寄託者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売返還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売必要なし」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規定。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優
先。

662 696[S.2] [F.C.O.]479[S.1] *663[(II)] スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 479条と日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨である契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。止むを手段として、物の所有権とその享受を買主得を図ることを売主の義務とし、ない事情を条件とす」
という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。表現は日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売基づくと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。われる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。
＊なお、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主英国からスイス連邦法を優先。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主要請で書きでき換えらスイス連邦法を優先。れたと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。われる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売定された時期
に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売先立って返還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。権とその享受を買主利」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。言葉の追加だけと思われる。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主追加に言及しているのは、スイス法のみ。よってスイス法をモデだ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具けと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。われる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

663 *1944 695 [F.C.O.]478 662 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主全てが効力を生じる旨同趣旨だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。寄託者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主請求する無因性の立場。よっに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売応じじ
て、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主いつでも返還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主されなければ購入を控えたならスイス連邦法を優先。ない」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規定の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仕方の義務を規定しているが、売主は仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み。
独、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。寄託者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨はいつでも返還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主を手段として、物の所有権とその享受を買主請求する無因性の立場。よっできる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規定。
よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

664 696[S.1] [F.C.O.]479[S.2] *663[(I)] スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。返還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主時期の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主確約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨ないと
き」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。表現。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。寄託者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨はいつでも返還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主を手段として、物の所有権とその享受を買主請求する無因性の立場。よっできる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規定
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仕方の義務を規定しているが、売主。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

665 *1937 ＊1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 667条は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主名前の検査）とほぼ同趣旨、同文で寄託された場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売はその支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨
に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。部を失った場合と、部分的な喪失の場合を定義して、その効果としては一分の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み。したが効力を生じる旨って、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主後に第三者に売渡したときは、買主は貸主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主構成に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売立ち戻し権の行使とその効果に関する規ったもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。
われる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

666 *1936[S.1] 646, 665 日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主委任を規定。独法、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売条文のスタイルからスイス連邦法を優先。第 646条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主準用は売主の、受領お規定。よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

667 1942 *[F.C.O.]480 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主返還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主場所への支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主運送費は買主負担とする。スイス法も独法との支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規
定。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

668 1947 *[693] [F.C.O]477[S.2] [665] 条文のスタイルからスイス連邦法を優先。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主構成が効力を生じる旨最も近いが、規定も近さに着目して、スイス法を優いの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は単に売買契約に関する規定の準用を定めるだけで、各当事者に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。受を買主寄者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨が効力を生じる旨負担を原則とする。独法は原則的にした費は買主負担とする。スイス法も独法と
用は売主の、受領お」と規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 693条は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。事情を条件とすからスイス連邦法を優先。必要と判断して、本条は独法をモデルにそれを書き改めたものと推測される。されてしかる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売べき費は買主負担とする。スイス法も独法と用は売主の、受領お」
という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。条件とすを手段として、物の所有権とその享受を買主つける契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主遂し、注文者がその代金を支払う旨行に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売必要な費は買主負担とする。スイス法も独法と用は売主の、受領お」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規
定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は準用は売主の、受領お規定。よって独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

669 *699[(I)] 648[(II)], 665 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は同趣旨だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は委任を規定。独法、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主準用は売主の、受領お。よって独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

670 *1948 ＊本条は 1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 673条に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売基づくが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主この支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主草案は受を買主寄者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主留置するのは、独法権とその享受を買主
に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売制限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨を手段として、物の所有権とその享受を買主規定している契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売（寄託物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主一部を失った場合と、部分的な喪失の場合を定義して、その効果としては一に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売制限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主寄託者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨が効力を生じる旨担を原則とする。独法は原則的に保を手段として、物の所有権とその享受を買主提
供の効果（した場合）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、。この支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主制限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨は採用は売主の、受領おされなかった。
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672 700[(I)] [F.C.O.]484[(I)] 666 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主代替えて改善したもの。しかし、趣可とするのは、日法。よって日法を優先。能に関する規定。よって仏法を優先。な物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨寄託されてその支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主所有権とその享受を買主が効力を生じる旨移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主およびスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ寄託
者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨が効力を生じる旨その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主消費は買主負担とする。スイス法も独法とを手段として、物の所有権とその享受を買主許した場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主履行地およびスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ履行期を手段として、物の所有権とその享受を買主除いて、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主消費は買主負担とする。スイス法も独法と貸借の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規
定を手段として、物の所有権とその享受を買主準用は売主の、受領おする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売旨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主も同様とする。日法は、所有権のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。。スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主銭を放棄して」と矛盾するからが効力を生じる旨寄託さ
れた場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主同額の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主返還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主みが効力を生じる旨義務とし、づけらスイス連邦法を優先。れたときは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主収益」の双方に言及するのに対して、独法・スイス法はと危険は受を買主寄者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨
に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規定。したが効力を生じる旨って、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。とは言えない。
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674 *1952 701[(I)] [F.C.O.]486 Com.353 
[=594(I)]

675 1953, 1954 [Com.595] 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主武器で脅された場合を除き、犯罪行為が原因であっても、支配人にで脅された場合を除き、犯罪行為が原因であっても、支配人にされた場合を手段として、物の所有権とその享受を買主除き、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主犯罪および除斥期間の規定等、本条は独法のそれ行為を要求する無因性の立場。よっが効力を生じる旨原因であっても、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主支配人の権利の売買」や「権利のに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
責任を規定。独法、あり取引時間の定めあるときは、という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。厳格が約定されていない場合は、履責任を規定。独法、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主有価証」と規定。英法も、券の裏書譲渡に関する一般規定。日法は、貨物引換証等の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主責任を規定。独法、を手段として、物の所有権とその享受を買主限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨定
する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売趣旨はない。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主高価品の品質を「保証されたもの」とみなす旨を規定する。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ついては価格が約定されていない場合は、履を手段として、物の所有権とその享受を買主告にもかかわらず中止しないときは、げて直ちに請負人に通知すべし」という趣旨。したがってモデル接支配人の権利の売買」や「権利のに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売寄託
する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主でなければ購入を控えた、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主責任を規定。独法、なしとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。

676

677 701[(III)] *[F.C.O.]487 Com.354 
[=594(III)]

スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条と同一の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同一の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。（ただ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具し書きでは含む点に着目しまれない）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、。
よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

678 Com.356 
[=596(I)(II)]

日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は宿泊施設の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主支配人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主損害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、賠償責任を規定。独法、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主消滅時効を手段として、物の所有権とその享受を買主１年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。

679 2102(5) 704 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主先取り取引時間の定めあるときは、特権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は第 1項に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売相当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主では
ない。
＊なお、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は本条第 1項の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み。

680 2011 765[(I)] *[F.C.O.]489 446 構文のスタイルからスイス連邦法を優先。構成では、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とスイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨本条第 1項に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売近さに着目して、スイス法を優い。債権とその享受を買主者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨と債務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
関する予約の規定。係の継続を認める。独法ならを手段として、物の所有権とその享受を買主中心にして、保証人を「第三者」とするのは、スイス法。ドイツ法はに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主保証」と規定。英法も、人の権利の売買」や「権利のを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨」とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。ドイツ法は法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は
債務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨を手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨」と呼ぶ。よってスイス法を優先。ぶ。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。
＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 1項の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み。新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 2項で書きで面に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売方の義務を規定しているが、売主式に合わせて条文構成を改めたものと推測される。よって仏法をモデルの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条件とすを手段として、物の所有権とその享受を買主加に言及しているのは、スイス法のみ。よってスイス法をモデえた。

681 [2012] [765(II)] *[F.C.O.492; 
S.O.494]

682 *2014[(II)] 769 [F.C.O.]497, 混合条文のスタイルからスイス連邦法を優先。。旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は第 1項の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主みで、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売基づく。第 2項は新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主で加に言及しているのは、スイス法のみ。よってスイス法をモデえらスイス連邦法を優先。れた
もの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主で、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売基づく。よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

683 *2016 [F.C.O.]499 447 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨。「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨度のない」という表現や条文の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ない」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。表現や条文のスタイルからスイス連邦法を優先。

◄ 22 ►
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の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主構成が効力を生じる旨仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売近さに着目して、スイス法を優い。よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

684 2016 *[F.C.O.]499[(II)] スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条とほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同様とする。日法は、所有権の。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

685

686 *2021

687

688 2021 771, 773 [F.C.O.493] *452 日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条と全く同じ。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

689 *[453]

690 [772] *[F.C.O.]494 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主銭を放棄して」と矛盾するから債務とし、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売はまず債務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、を手段として、物の所有権とその享受を買主差押えや訴えの提起がない限り、えて弁済を手段として、物の所有権とその享受を買主う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。ける契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売べ
し」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規定。スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。債権とその享受を買主者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任権とその享受を買主や質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ権とその享受を買主が効力を生じる旨成立している契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売と
きは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主保証」と規定。英法も、人の権利の売買」や「権利のはそれらスイス連邦法を優先。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主担を原則とする。独法は原則的に保からスイス連邦法を優先。弁済を手段として、物の所有権とその享受を買主受を買主ける契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よう条文のスタイルからスイス連邦法を優先。請求する無因性の立場。よっできる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。趣
旨。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

691 [F.C.O.]495 *[454] スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。保証」と規定。英法も、人の権利の売買」や「権利のが効力を生じる旨連帯債務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主負担を原則とする。独法は原則的にしている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ときは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主債務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売先駆けけ
て保証」と規定。英法も、人の権利の売買」や「権利のに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売履行を手段として、物の所有権とその享受を買主請求する無因性の立場。よっする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことが効力を生じる旨できる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。趣旨。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。権とその享受を買主利を手段として、物の所有権とその享受を買主有し
ない」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規定で、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。構成に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売近さに着目して、スイス法を優い。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

692 *457

693 *2028, 2029 774 [F.C.O.]504 459 保証」と規定。英法も、人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主求する無因性の立場。よっ償権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主範囲を拡大している。およびスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ代位に代位すると規定。日法は登記を要件とする。語句の類似性に基づい権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主具体的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。よって仏
法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

694 *2036 768 [F.C.O.]505[(I)] 債務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主抗弁権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売加に言及しているのは、スイス法のみ。よってスイス法をモデえて、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主保証」と規定。英法も、人の権利の売買」や「権利の自身の行為の結果を秘匿した場合」を規定。独法は「瑕疵を秘の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主抗弁権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売言及する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。よって
仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

695 2031[(II)] *[F.C.O.]505[(II)] 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主とスイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主但し書きできを手段として、物の所有権とその享受を買主有する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。
よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

696 *[2031(I)] ＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 1項は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 707条に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売第 2号（仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 2031条第 2項に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
相当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、を手段として、物の所有権とその享受を買主加に言及しているのは、スイス法のみ。よってスイス法をモデえたもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具ったが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それが効力を生じる旨第 695条と重なる複してしまったので、してしまったの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主で、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は第 1項第 2号を手段として、物の所有権とその享受を買主削り取引時間の定めあるときは、、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主再び草案通りに戻した形である。びスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ草案通り取引時間の定めあるときは、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売戻し権の行使とその効果に関する規した形である契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

697 *2037 ＊おそらスイス連邦法を優先。く旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売不明さに着目して、仏法を優先。瞭な点ないし誤りがあったためであろう、新法な点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすないし誤りがあったためであろう、新法り取引時間の定めあるときは、が効力を生じる旨あったためであろ危険負担の規う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 2037条を手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売書きでき換えている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
基となる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売 1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 708条は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主担を原則とする。独法は原則的に保財産が約定された広さに満たない場合、超える場合、が効力を生じる旨滅失または減額してし
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まった場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定である契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売からスイス連邦法を優先。、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主方の義務を規定しているが、売主が効力を生じる旨それに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売近さに着目して、スイス法を優かった。

698 2038 *[F.C.O.]501

699 *Indian Contract 
130, 260

700 *Indian Contract 
260

701 *[F.C.O.]509

702 2117 [1113] [S.C.824] *369[(I)] 日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売おける契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売定義の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仕方の義務を規定しているが、売主が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売最も近いが、規定も近さに着目して、スイス法を優い。よって、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日本法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

703 369

704

705 *2124 ＊イギリスからスイス連邦法を優先。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主批判に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よって旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。如何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨なる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売種の特種な売買形式につき条文を有するが、類の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主財産が約定された広さに満たない場合、超える場合、であれ」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。
表現が効力を生じる旨削除された。

706 *2125

707 [1113(II)] [S.C.824(I)] ＊1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 720条は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 681条第 2項に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売相当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

708 *[S.C.]794 スイス民法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 792条は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主確定金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主額が効力を生じる旨定まっている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合と、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主確定していないが効力を生じる旨
最も近いが、規定高限の到来または条件の成就によって売買の合意が効力を生じる旨度のない」という表現や条文額が効力を生じる旨約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売定されている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売分けて規定。内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売はスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨最も近いが、規定も
近さに着目して、スイス法を優い。
＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 722条を手段として、物の所有権とその享受を買主ほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主まま採用は売主の、受領おしたもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具
が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はそれを手段として、物の所有権とその享受を買主大している。幅に書き換えている。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売書きでき換えている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

709 *[S.C.]824[(II)] [369(I)] スイス民法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 824条第 2項は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任物の所有権とその享受を買主件とすは債務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主財産が約定された広さに満たない場合、超える場合、である契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売必要はない」と
いう条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は留置するのは、独法権とその享受を買主や質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主準用は売主の、受領お規定。

710 392[(I)] スイス民法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 796条が効力を生じる旨内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売最も近いが、規定も近さに着目して、スイス法を優いが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主同一の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主所有者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売複してしまったので、数の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主土
地の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み。また、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優行はその支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主全ての支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主物の所有権とその享受を買主件とすを手段として、物の所有権とその享受を買主対して強制立退および占有妨象に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売していて、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。予め定めらスイス連邦法を優先。れた順番で」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規定はない。

711 *[S.C.]816[(II)] 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 1184条は総務とし、契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売一般に関する予約の規定。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主解除に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ついて、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 1654条は売買契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主解除に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
ついての支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。スイス民法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。流抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任」合意でも同様とする。日法は、所有権の無効の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。
＊しかし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 729条で強制的な所有権とその享受を買主移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売(foreclosure)を手段として、物の所有権とその享受を買主認める。よってスイス法をモデル法と判定。めている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主で、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主完全
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な禁止ではない。

712 [S.C.]812 [813] スイス民法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 812条は抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任物の所有権とその享受を買主件とす条に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主地役権とその享受を買主や Grundlast (Grundschuld)などが効力を生じる旨設
定された場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。

713 *[S.C.]878

714 2115, *2127 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 2127条は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。二人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主公証」と規定。英法も、人の権利の売買」や「権利のと二人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主証」と規定。英法も、人の権利の売買」や「権利のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主立会いのもとに書面で合意すいの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主もとに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売書きで面で合意でも同様とする。日法は、所有権のす
る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売こと」を手段として、物の所有権とその享受を買主要求する無因性の立場。よっする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売もの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主で、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定は無記せず。独法は瑕疵担保責名債権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。よって
仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

715 1118, 1146 *[S.C.]818 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス民法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売同趣旨だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。構成の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主形式に合わせて条文構成を改めたものと推測される。よって仏法をモデルはスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主それ
に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売近さに着目して、スイス法を優い。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

716 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任設定権とその享受を買主者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主行為を要求する無因性の立場。よっ能に関する規定。よって仏法を優先。力上に権源を有することや、平穏な占有を買主に提供することはの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条件とすに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ついて、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は複してしまったので、数の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主土地上に権源を有することや、平穏な占有を買主に提供することはに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売抵
当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任権とその享受を買主が効力を生じる旨設定された場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。

717 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主定義規定で、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任権とその享受を買主は不可とするのは、日法。よって日法を優先。分」とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は複してしまったので、数の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主土地
上に権源を有することや、平穏な占有を買主に提供することはに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任権とその享受を買主が効力を生じる旨設定された場合の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。
＊1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 731条第 2項の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主但し書きできは「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任権とその享受を買主者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨からスイス連邦法を優先。その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主権とその享受を買主利を手段として、物の所有権とその享受を買主取
得を図ることを売主の義務とし、した者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨抗できない」となっていたの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨」に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売書きでき換えてあ
る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

718 [2118] [1120] *[S.C.]805[(I)] 370 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 2118条、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 1120条、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス民法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 805条第 1項、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 370条
は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同趣旨だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定が効力を生じる旨最も近いが、規定も単に売買契約に関する規定の準用を定めるだけで、各当事者純に期間を定めた修補請求で本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主構成に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売近さに着目して、スイス法を優い。よっ
てスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

719 *389

720 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 2118条、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 369条は抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主定義条文のスタイルからスイス連邦法を優先。、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 1012条は地上に権源を有することや、平穏な占有を買主に提供することは権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
定義条文のスタイルからスイス連邦法を優先。。

721 *[S.C.806(I)] [371] スイス民法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 806条第 1項は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任権とその享受を買主実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優行の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主請求する無因性の立場。よっ以降の果実」、日法第の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主果実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優」、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 371条
は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。債務とし、不履行以降の果実」、日法第の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主果実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優」とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

722 *[S.C.]812[(II)] ＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定は 1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 736条を手段として、物の所有権とその享受を買主忠実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売翻訳したもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主語訳
が効力を生じる旨あった（「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。地役権とその享受を買主または財物の所有権とその享受を買主」）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、。そこで新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。を手段として、物の所有権とその享受を買主完全に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売書きで
き換えた。旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任権とその享受を買主者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨抗できない」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。効果であったが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主新
法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主ではスイス民法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 812条通り取引時間の定めあるときは、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主登記せず。独法は瑕疵担保責の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主抹消まで規定される契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

◄ 25 ►



1928年タイ民商法典 第三編　第１章〜第１３章：主な参照条文およびモデル条文判定理由タイ民商法典 第三編　第１章〜第１３章：主な参照条文およびモデル条文判定理由民商法典 第三編　第１章〜第１３章：主な参照条文およびモデル条文判定理由な参照条文およびモデル条文判定理由参照条文およびモデル条文判定理由およびモデル条文判定理由モデル条文判定理由条文およびモデル条文判定理由判定理由
§ French German Swiss Japanese English モデル条文判定理由および覚書条文判定理由および覚書および覚書覚書

723 *2131 1133, 1134 [S.C.]808, [809], 
810

混合条文のスタイルからスイス連邦法を優先。。条文のスタイルからスイス連邦法を優先。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主構成としては、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨最も近いが、規定も近さに着目して、スイス法を優いが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主但し書きできはスイス民法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
第 810条を手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売している契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

724 ＊イギリス大している。使とその効果に関する規館からの申し入れにしたがって変更したと記述があるが、旧からスイス連邦法を優先。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主申し入れにしたがって変更したと記述があるが、旧し入を控えたれに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売したが効力を生じる旨って変更に編集したものと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。したと記せず。独法は瑕疵担保責述べず」と規定。ただし日法は「同一の条件で更が効力を生じる旨ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧
法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主タイ語原文のスタイルからスイス連邦法を優先。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売違がある。いが効力を生じる旨認める。よってスイス法をモデル法と判定。めらスイス連邦法を優先。れない。

725

726

727 ＊1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 740, 741条が効力を生じる旨内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことを容を有する。として第 700, 701条と同一であったた
め、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条を手段として、物の所有権とその享受を買主準用は売主の、受領お規定に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売改めたものと推測される。よって仏法をモデルめた。新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はそれに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売第 697条を手段として、物の所有権とその享受を買主加に言及しているのは、スイス法のみ。よってスイス法をモデえてい
る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

728 ＊1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 744条は競売と所有権とその享受を買主移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売(foreclosure)との支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主２条に分けたつの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優行方の義務を規定しているが、売主
法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主規定している契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はこの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主所有権とその享受を買主移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売を手段として、物の所有権とその享受を買主次条に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売移した。新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主もそれ
を手段として、物の所有権とその享受を買主承し継している契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

729 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主もスイス民法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主も、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主弁済に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売代える契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売所有権とその享受を買主移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売（流抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、を手段として、物の所有権とその享受を買主禁止または無効
としている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。
＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 744条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 2号の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主強制的所有権とその享受を買主移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売(foreclosure)
を手段として、物の所有権とその享受を買主本条に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売移して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。次の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は所有権とその享受を買主移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主請求する無因性の立場。よっは許されない」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。
表現からスイス連邦法を優先。「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。次の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は許される契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。表現に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売変更に編集したものと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。した。

730 2134 *[373] 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は同趣旨だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。同一の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主不動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売複してしまったので、数の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任権とその享受を買主が効力を生じる旨設定されている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
場合」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。表現を手段として、物の所有権とその享受を買主有する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

731

732 [S.C.817]

733 ＊本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。ち「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。債務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨は不足分の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主全額を手段として、物の所有権とその享受を買主支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主わなければ購入を控えたならスイス連邦法を優先。ない」の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主部を失った場合と、部分的な喪失の場合を定義して、その効果としては一分
は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 749条に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売基づくが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主後に第三者に売渡したときは、買主は貸主 1935年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主改めたものと推測される。よって仏法をモデル正に留まり、趣旨の変更はで「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。債務とし、
者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主不足額に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売責任を規定。独法、を手段として、物の所有権とその享受を買主負う条文のスタイルからスイス連邦法を優先。必要はない」に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売変更に編集したものと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。された。

734 [1132] [S.C.816(III)] *392 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任権とその享受を買主者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主選択権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主大している。幅に書き換えている。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売認める。よってスイス法をモデル法と判定。め、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は全部を失った場合と、部分的な喪失の場合を定義して、その効果としては一の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主不動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ産が約定された広さに満たない場合、超える場合、からスイス連邦法を優先。同時
に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売弁済を手段として、物の所有権とその享受を買主受を買主ける契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことを手段として、物の所有権とその享受を買主原則とする。独法は原則的にとしている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。第 2項の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。代位に代位すると規定。日法は登記を要件とする。語句の類似性に基づい」に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ついて規定して
いる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売着目して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。
＊1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 750条は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条第 1項に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売相当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。第 2項、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 3項は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 392条（共に、買主の所有権取得を図ることを売主の義務とし、同抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任）は「法令又は慣習により取引時間の定めあるときは、第 1項、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 2項を手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売したもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。
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735 2169 *[381]

736 *378 [379]

737 [2183] *[382]

738 *[383]

739 *2185 [384(II)(III)]

740 *[S.C.]829[(III)]

741 *[384(I)] ＊1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 759条は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主申し入れにしたがって変更したと記述があるが、旧し出からスイス連邦法を優先。 1か月以内に限り債務の履行を為し、又はその履行の請求を為すことをに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売回答が無かった場合が効力を生じる旨無かった場合
を手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。黙の保証」とし、内容的には仏法とほぼ同趣旨。独法は、より抽象的に示に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売承し諾する意思を表明することに」とする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売もの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主であった。旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はそれを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。明さに着目して、仏法を優先。示的または
黙の保証」とし、内容的には仏法とほぼ同趣旨。独法は、より抽象的に示的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売承し諾する意思を表明することにした場合」に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売変更に編集したものと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。した。

742 ＊1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 761条は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 2項に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売相当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主しかも「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。取得を図ることを売主の義務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主利
益」の双方に言及するのに対して、独法・スイス法はとなる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売権とその享受を買主利」だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具けが効力を生じる旨その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主対して強制立退および占有妨象だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具ったの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はそれを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。取得を図ることを売主の義務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主利益」の双方に言及するのに対して、独法・スイス法は
または不利益」の双方に言及するのに対して、独法・スイス法はとなる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売権とその享受を買主利」に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売拡張し、買主が目的物を追奪される虞がある場合した。その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨は不明さに着目して、仏法を優先。。また、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主本条が効力を生じる旨な
ぜ「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優行または滌除の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主結果」として「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。滌除」も含む点に着目しめたの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主か、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
趣旨もやはり取引時間の定めあるときは、不明さに着目して、仏法を優先。。滌除が効力を生じる旨できる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。第三取得を図ることを売主の義務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨」自身の行為の結果を秘匿した場合」を規定。独法は「瑕疵を秘であり取引時間の定めあるときは、、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主滌除に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
よって所有権とその享受を買主は移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売しないはずである契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

743 *2175 [391] 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は第三取得を図ることを売主の義務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨が効力を生じる旨抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任物の所有権とその享受を買主件とすの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主減額を手段として、物の所有権とその享受を買主引き起こした場合も、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主必要費は買主負担とする。スイス法も独法とや有益」の双方に言及するのに対して、独法・スイス法は費は買主負担とする。スイス法も独法と
を手段として、物の所有権とその享受を買主負担を原則とする。独法は原則的にした場合も、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主両方の義務を規定しているが、売主を手段として、物の所有権とその享受を買主規定する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は必要費は買主負担とする。スイス法も独法とや有益」の双方に言及するのに対して、独法・スイス法は費は買主負担とする。スイス法も独法とに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ついての支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み
言及。よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

744 *2180 1181 ＊旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は 1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 765条を手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。としたもの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 1
号を手段として、物の所有権とその享受を買主削った。

745

746

747 *2071 1204 [F.C.O.]210 342, 全て質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主定義である契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主占有を手段として、物の所有権とその享受を買主移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売力点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすを手段として、物の所有権とその享受を買主置するのは、独法いている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。
よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

748 2080 1210, 1216 *346 全ての支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨同様とする。日法は、所有権のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨である契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主範囲を拡大している。を手段として、物の所有権とその享受を買主列挙している契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売点を約することを、売買契約の効力発生の条件とす、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主隠れた瑕疵について規定。独法は経済的
れた瑕疵に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売損害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、」に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売言及する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすなどで、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主構成が効力を生じる旨最も近いが、規定も近さに着目して、スイス法を優い。よって
日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

◄ 27 ►
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749 *2076

750 1273, 1274, 
1280

*[F.C.O.]215 362, 363 証」と規定。英法も、書きでの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主引渡しと、代金の支払いをもって売し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主債務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨への支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主書きで面に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売通知っていた場合（に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売言及する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はスイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。
よってスイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

751 1292 [F.C.O.]212, 214, 
[S.C.]901

*366 独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。裏書きできした証」と規定。英法も、書きでを手段として、物の所有権とその享受を買主引渡しと、代金の支払いをもって売せば購入を控えた有効」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。趣旨で、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売
草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 785条もそれに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売従うと規定。基本的にはスイス連邦法第っていたが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はそれを手段として、物の所有権とその享受を買主変更に編集したものと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。して「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨
に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨抗できない」とした。これは日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。
＊1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 785条は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。無記せず。独法は瑕疵担保責名証」と規定。英法も、券の裏書譲渡に関する一般規定。日法は、貨物引換証(instrument to bearer)を手段として、物の所有権とその享受を買主質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売して
も、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主裏書きでに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売よって質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ権とその享受を買主設定を手段として、物の所有権とその享受を買主明さに着目して、仏法を優先。示しなければ購入を控えた質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は無効」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。趣旨。
それを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨抗できない」として、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任事者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨間の定めあるときは、では有効とし
た。

752 *[364(I), 467] ＊1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 786条は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。記せず。独法は瑕疵担保責名証」と規定。英法も、券の裏書譲渡に関する一般規定。日法は、貨物引換証を手段として、物の所有権とその享受を買主質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売しても、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主証」と規定。英法も、書きでに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売付する」ことを売主の義務とする。ス記せず。独法は瑕疵担保責して
質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ権とその享受を買主設定を手段として、物の所有権とその享受を買主明さに着目して、仏法を優先。示しなければ購入を控えた質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は無効。債務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨への支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主通知っていた場合（は不要」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。
趣旨。それを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。債務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売通知っていた場合（しなければ購入を控えた、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主債務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨およびスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨
抗できない」と変更に編集したものと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任事者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨間の定めあるときは、では有効としたが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主付する」ことを売主の義務とする。ス記せず。独法は瑕疵担保責が効力を生じる旨あっても第
三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売たいしてなおも無効かどう条文のスタイルからスイス連邦法を優先。か、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主不明さに着目して、仏法を優先。。

753 *[365]

754 1281 [S.C.]906 *[367(I)(III)(IV)] 混合条文のスタイルからスイス連邦法を優先。。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は基本的に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ権とその享受を買主者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売債権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主取り取引時間の定めあるときは、立てる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売権とその享受を買主利を手段として、物の所有権とその享受を買主認める。よってスイス法をモデル法と判定。める契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。これに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売
対して強制立退および占有妨して、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ権とその享受を買主者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨と債権とその享受を買主者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主双方の義務を規定しているが、売主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売対して強制立退および占有妨して履行しなければ購入を控えたならスイス連邦法を優先。ない」
とし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス民法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主も「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。一方の義務を規定しているが、売主への支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主履行は他の事情を条件とす方の義務を規定しているが、売主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主同意でも同様とする。日法は、所有権のが効力を生じる旨なくてはならスイス連邦法を優先。ない」とす
る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。したが効力を生じる旨って本条第 1項は日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。とし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 2項は独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。とし
ている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。第 1項が効力を生じる旨基本原則とする。独法は原則的にといえる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ため、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。＊1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
第 787条第 2文のスタイルからスイス連邦法を優先。は日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 367条第 2項と同様とする。日法は、所有権のに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ物の所有権とその享受を買主たる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売権とその享受を買主利が効力を生じる旨金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主銭を放棄して」と矛盾するから債権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場
合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主いを手段として、物の所有権とその享受を買主被担を原則とする。独法は原則的に保債務とし、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主履行に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任てる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」としていたが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主はそ
れを手段として、物の所有権とその享受を買主改めたものと推測される。よって仏法をモデルめた。未だ履行期に至らないためと思われる。だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具履行期に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売至らないためと思われる。らスイス連邦法を優先。ないためと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。われる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

755 *1276

756 1229 [F.C.O.]222 *349 「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。履行期前の検査）とほぼ同趣旨、同文の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主合意でも同様とする。日法は、所有権の」、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。所有権とその享受を買主移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主他の事情を条件とすの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主処分」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。 3点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすを手段として、物の所有権とその享受を買主揃ええ
る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。
＊1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売はこの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。はない。

757 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 2279条、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 193条は遺失物の所有権とその享受を買主や盗品の品質を「保証されたもの」とみなす旨を規定する。に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売条文のスタイルからスイス連邦法を優先。で質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ権とその享受を買主とは関する予約の規定。係の継続を認める。独法ならな
い。

◄ 28 ►



1928年タイ民商法典 第三編　第１章〜第１３章：主な参照条文およびモデル条文判定理由タイ民商法典 第三編　第１章〜第１３章：主な参照条文およびモデル条文判定理由民商法典 第三編　第１章〜第１３章：主な参照条文およびモデル条文判定理由な参照条文およびモデル条文判定理由参照条文およびモデル条文判定理由およびモデル条文判定理由モデル条文判定理由条文およびモデル条文判定理由判定理由
§ French German Swiss Japanese English モデル条文判定理由および覚書条文判定理由および覚書および覚書覚書

＊これらスイス連邦法を優先。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主参照条文のスタイルからスイス連邦法を優先。は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 789条に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ついての支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主もの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主であった
思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。われる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。この支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 2項は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨盗品の品質を「保証されたもの」とみなす旨を規定する。の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売は無効」と
している契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。この支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。はしかし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売も新法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売も採用は売主の、受領おされなかった。

758 [F.C.O.]221 *296, 347, 350 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は利息に関する規定。スイス連邦法は「完済まで質物を返還する義務なに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。完済まで質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主返還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売義務とし、な
し」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は留置するのは、独法権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主一般に関する予約の規定。規定を手段として、物の所有権とその享受を買主質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売適せず、または買主が知っていれば購入を控えた用は売主の、受領おする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。よって日
法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

759 2080 1215 [F.C.O.]220 *298[(I)], 350 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主保存義務とし、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売基づく質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ権とその享受を買主者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主損害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、賠償責任を規定。独法、に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売力
点を約することを、売買契約の効力発生の条件とすを手段として、物の所有権とその享受を買主置するのは、独法く。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主留置するのは、独法権とその享受を買主者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主善管注意でも同様とする。日法は、所有権の義務とし、を手段として、物の所有権とその享受を買主質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ権とその享受を買主者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売適せず、または買主が知っていれば購入を控えた用は売主の、受領おする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規定。よっ
て日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

760 [2080(I)] [F.C.O.]218, 220 *298[(II)], 348, 
350

仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ権とその享受を買主者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主過失責任を規定。独法、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主留置するのは、独法権とその享受を買主者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨が効力を生じる旨債務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主承し諾する意思を表明することになく使とその効果に関する規用は売主の、受領おし、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主または第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨へ供の効果（与えていない限する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売ことを手段として、物の所有権とその享受を買主禁止し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主際の厳格の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主厳格が約定されていない場合は、履
責任を規定。独法、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定。よって日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。
＊1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は第 795条で「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。承し諾する意思を表明することになく使とその効果に関する規用は売主の、受領お、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第三者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨への支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主供の効果（与えていない限を手段として、物の所有権とその享受を買主禁止」
し、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 796条で損害に及ぶことがないことは、売買における「法定の保証」と規定。英法も、賠償責任を規定。独法、を手段として、物の所有権とその享受を買主規定していた。

761 *2081 1214 [F.C.O.]216 297, 350 全てほぼ同趣旨。スイス法は、契約一般に関する予約の規定。同様とする。日法は、所有権のの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨だ買主の破産に言及するのみ。本条は、仏法の規定をより具が効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条文のスタイルからスイス連邦法を優先。構成が効力を生じる旨きわめて近さに着目して、スイス法を優いの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主。よって仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主
優先。
＊1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 797条は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主果実の帰属を規定。文言の近さに着目して、スイス法を優は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主被担を原則とする。独法は原則的に保債務とし、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主弁済およびスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ付する」ことを売主の義務とする。ス
随費は買主負担とする。スイス法も独法との支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主償還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任てる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」との支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主み規定していて、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主旧法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨それを手段として、物の所有権とその享受を買主改めたものと推測される。よって仏法をモデルめて、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。まず
利息に関する規定。スイス連邦法は「完済まで質物を返還する義務なに移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任て、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主その支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主後に第三者に売渡したときは、買主は貸主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売元本の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主返済に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売割り当てる」という規定に変えた。り取引時間の定めあるときは、当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任てる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規定に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売変えた。

762 *2080[(II)] 1216 299[(I)], 350 仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ権とその享受を買主設定者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主義務とし、規定、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主独法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主と日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主は質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ権とその享受を買主者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主請求する無因性の立場。よっ権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定。よっ
て仏法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主優先。

763 *1226

764 *1233-35 [-37] Indian Contract 176

765 *1234

766 *Com.161 [367(I)] 仏商法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 161条は「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。為を要求する無因性の立場。よっ替えて改善したもの。しかし、趣手形の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主所持人の権利の売買」や「権利のは、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主満たない場合、超える場合、期時に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売取り取引時間の定めあるときは、立てなければ購入を控えたならスイス連邦法を優先。な
い」という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規定。

767 1228 [1247] [S.C.]891 *[Indian Contract 
176]

競売代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主を手段として、物の所有権とその享受を買主まず弁済に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任てる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売こと、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主残額を手段として、物の所有権とその享受を買主債務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売返還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売こと、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主弁済に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売満たない場合、超える場合、
たない場合は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主債務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売なお支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主い義務とし、が効力を生じる旨ある契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売こと、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主これらスイス連邦法を優先。はインとして、独法の趣旨を加えたものと考えられる。よってド契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主
を手段として、物の所有権とその享受を買主モデルからスイス連邦法を優先。としている契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売と思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。われる契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

◄ 29 ►



1928年タイ民商法典 第三編　第１章〜第１３章：主な参照条文およびモデル条文判定理由タイ民商法典 第三編　第１章〜第１３章：主な参照条文およびモデル条文判定理由民商法典 第三編　第１章〜第１３章：主な参照条文およびモデル条文判定理由な参照条文およびモデル条文判定理由参照条文およびモデル条文判定理由およびモデル条文判定理由モデル条文判定理由条文およびモデル条文判定理由判定理由
§ French German Swiss Japanese English モデル条文判定理由および覚書条文判定理由および覚書および覚書覚書

＊競売代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主が効力を生じる旨被担を原則とする。独法は原則的に保債務とし、の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主弁済およびスイス法は、物権変動には物権行為を要求する無因性の立場。よっ付する」ことを売主の義務とする。ス随費は買主負担とする。スイス法も独法と用は売主の、受領おの支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主償還を買戻し人の債務と規定。独法は、目的物の価値が増額した限りで、買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売不足する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売場合に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主そ
の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主不足分に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。して債務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主債務とし、が効力を生じる旨残る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売という条文のスタイルからスイス連邦法を優先。規定は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主抵当の注意を払えば知り得た場合は、売主に責任権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売第 733
条では 1935年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主改めたものと推測される。よって仏法をモデル正に留まり、趣旨の変更はで「目的物の特定」に関する規定。よって日法を優先。不足分に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。して債務とし、者が何らかの権利を理由に買主に対して強制立退および占有妨は責任を規定。独法、を手段として、物の所有権とその享受を買主負わない」と変更に編集したものと思われる。よってモデルとしては、スイス法を優先。
されたが効力を生じる旨、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ権とその享受を買主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売関する予約の規定。しては 1919年の「消滅時効」を規定。スイス法は動産の売草案債務とし、法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主第 807条の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主趣旨が効力を生じる旨残されてい
る契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売。

768 *1230

769 *1252, 1253 [F.C.O.]219 スイス連邦法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主日法は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主規定は、代金の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主主に移転する契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ物の所有権とその享受を買主の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主占有を手段として、物の所有権とその享受を買主質の瑕疵へはその規定を準用する形式。英法はむしろ権とその享受を買主成立の支払いを手段として、物の所有権とその享受を買主条件とすとする契約と定義。仏法は目的物の引渡しと、代金の支払いをもって売規
定。

(318) (*: 53) (*: 33) (*: 53) (*: 62) (*: 11)
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